
 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1002010
理容・美容車の構造基準
について

理容車・美容車について、最小限必要
な設備を満たしている場合には、小型
車両でも認めるものとする。

　現行の設置基準では、理容所・美容所の構造基準
をもとに定めているため、理容車・美容車による開設
をしようとする際、大型のバス型を用いた規格ため
在宅福祉サービスには利用しずらい点がある。

在宅における生活支援サービス(理美容)において衛生面の向
上に繋がる在宅用の小型理容車・美容車は、超高齢化社会を
支える上で有益である。

北海道

NPO法人日
本理美容福
祉協会　札
幌センター

厚生労働省

1002020
在宅訪問の高齢者・障害
者理美容サービス

行政サービスとして、実施されている出
張理美容サービスの委託先の緩和を
求めると伴に事業者登録認定基準を定
めていただきたい。

高齢者・障害者理美容サービスの業務委託をＮＰＯ
などの団体が受託できることで、増加傾向がある在
宅療養する方々にも適切な生活支援サービスが安
心して利用できるよう推進し普及させることで、介護
保険による介護サービスを利用されている方々の利
便性の向上を図る。

札幌市の場合における高齢者理美容サービスは基準等の整
備がされておらず、理容協同組合・美容協同組合のみの委託
事業であり、個々の事業者は参加を認められない制度である。
これでは、競争原理による質の向上、利用者の利便性の向上
も図れず、介助を伴う寝たきりのなどの高齢者・障害者を専門
に施術できる人材が活躍しづらい状況である。

北海道

NPO法人日
本理美容福
祉協会　札
幌センター

厚生労働省

1004010

医療機関等から県への指
定医療機関等の申請・届
出等のワンストップオンラ
イン化に伴う法令に規定
される申請・届出様式の
簡素化

医療機関等から県への指定医療機関
等の申請・届出をワンストップでオンラ
イン化することに伴い生活保護法施行
規則に規定される指定医療機関等の
申請・届出様式の簡素化を可能とす
る。

生活保護法施行規則第10条第1項の規定に基づく
指定の申請、同施行規則第10条の2第1項の規定に
基づく指定の申請、同施行規則第14条第2項及び第
14条の第3項の規定に基づく変更等の届出、同施行
規則第15条の規定に基づく指定の辞退の申請・届
出様式の簡素化（押印の廃止及び申請・届出内容
の簡素化）を実現するもの。

生活保護法による指定医療機関等の申請・届出等の様式が
生活保護法施行規則に規定され、オンライン化による業務の
見直し（押印の廃止、申請・届出内容の簡素化）の障害となっ
ているため。

和歌山県 和歌山県 厚生労働省
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 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1008010
社会福祉法人の通所リハ
ビリテーションの活用等に
ついて

福祉施設及び医療施設を合築した場
合に、医療施設に区分される通所リハ
ビリテーションを福祉施設を運営する社
会福祉法人が活用できるようにする。
また、建築に当り求められる避難口等
の設置数の規制緩和を求める。

現在、別紙のとおり、福祉施設及び医療施設の複合
施設を建築した場合、通所リハビリテーションは医療
施設に区分されるため、福祉施設を運営する社会福
祉法人による通所リハビリテーションの活用は禁止
されている。
当該規制を緩和することにより、入所者及び患者の
方へ一体的なサービスを行えるようにする。
また、複合施設については、避難口、エレベーター、
出口、配膳室の設置がそれぞれ（計：２設備）求めら
れるが、一体的施設であることに鑑み、１設備で建
築可能になるように求める。

現行では、入所者及び患者の方に一体的なサービスを行うこ
とができない現状となっている。
今後、ますます増加することが予想される高齢者へ対応するた
めにも、この度の提案の実現は必要だと考える。

茨城県 個人 厚生労働省

1009010
障害者の就労に伴う労働
者派遣法の緩和

障害者の雇用促進と就労環境の拡大
を図るために、ＮＰＯ等の非営利活動
団体で地域の小規模な障害者就労支
援団体が労働者派遣事業の許可が取
得できるよう、現行の労働者派遣法の2
条～全面的な緩和、見直しを行い、地
域の特性や障害者の生活環境等を十
分考慮した、障害者派遣事業が行える
ようにする。よって、障害者の就業分野
の拡大や職業能力の向上等の措置を
行うこととする。

1.ＮＰＯ等の障害者就労支援団体の労働者派遣事
業（障害者特定）の認可への支援。　2.住み慣れた
地域での就労希望の障害者の登録(人材登録) 3.企
業へのOJTを含む職業能力拡大や、障害者の労働
力のアピールや営業促進事業。4.派遣障害者の職
場環境や就労内容等の支援活動の強化。

障害者自立支援法が本年4月より施行されところですが、以下
の視点からは、多少外れているように思えます。1.「障害者の
労働力」は自宅や施設における障害者の労働能力の評価や
公表が積極的にできることにより、求める企業の労働力とし
て、生産力として認められるようになることが必要です。2.「障
害者の就労意欲」は、従来の措置制度の障害者福祉から、社
会参加を積極的に促すことによる、労働意欲の向上を図ること
が必要です。3「.障害者の地域理解」は、住み慣れた地域の雇
用企業や雇用環境の確保を行い、住み慣れた地域で就労する
ことによる、地域貢献や地域社会との関わりによる住民理解の
拡大が必要です。以上3項の理由。

岡山県

特定非営利
活動法人
かめかめ福
祉移送

厚生労働省

1016010

健康保険法及び厚生年
金保険法における育児休
業による保険料免除の対
象者の拡大

健康保険法（大正11年4月22日法律第
70号）及び厚生年金保険法（昭和29年5
月19日法律第115号）における「育児休
業」による保険料免除は、育児休業・介
護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律（平成3年5月
15日法律第76号）又は地方公務員の
育児休業等に関する法律（平成3年12
月24日法律第110号）による「育児休
業」でなければ対象とはならない。
　「育児休業」の定義を雇用保険法（昭
和49年12月28日法律第116号）同様、
「子を養育するために休業した場合」と
読み替えるもの。

　地方公務員の非常勤職員は「育児休業・介護休業
等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律」及び「地方公務員の育児休業等に関する法
律」のどちらの適用もないため、事業主の承認を受
けて育児のために休業をしたとしても健康保険料、
厚生年金保険料の免除を受けることはできない。
　また、休業中も事業主と雇用関係があるため、休
業期間、健康保険及び厚生年金の資格を喪失して、
配偶者の被扶養者となることもできない。
　保険料免除の対象とすることにより、育児のために
休業する非常勤職員の経済的支援はもとより、これ
から妊娠しようとする非常勤職員に、安心して妊娠・
出産・育児ができる環境を整えようとするもの。

　豊中市は現在厳しい財政状況にあり、職員定数の適正化を
図るとともに市民サービスを維持・向上させていくため、臨時職
員や非常勤職員を活用するとともに、任期付短時間勤務職員
制度を導入したところである。
　現在約1500人の非常勤職員が職務に就いており、市政運営
には非常勤職員は欠かせない存在となっている。
　また、豊中市は大阪のベットタウンとしての役割を果たしてお
り、配偶者の転勤によりやむを得ず離職した方や子育て中でフ
ルタイム勤務が困難な方等の多様な就労ニーズも十分あると
想定する。
　今後も多様な雇用形態の職員を活用しながら、より一層、効
率的・効果的な行政運営を目指していくためには、豊富な知識
や経験と高い能力を持った非常勤職員の確保が必要であり、
これら職員が妊娠や出産で就労を断念することなく、安心して
妊娠・出産・育児のための休業をし、復職できる環境を整備し
たい。

大阪府 豊中市
総務省
厚生労働省
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 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1025010

重度障がい者・精神障害
者の雇用、就労機会が広
がるチャレンジアタックプ
ラン

重度身体障害者、重度知的障害者、精
神障害者の雇用保険短時間被保険者
要件を週所定労働時間が20時間以上
から１５時間以上にする。

障害者雇用、就労支援の現場でトライアル雇用や特
定求職者雇用開発助成金などを活用することが多
いが、雇用保険一般被保険者か短時間労働者被保
険者が雇用時点又は将来的な見込みとして基本的
な条件となっており、被保険者週所定労働時間20時
間となっているが現場においては週20時間未満の
短時間であれば、働くことが可能なる障害者もいる。
またハローワークにおける求人の条件として就労時
間週20時間未満もかなり多く見受けるため労使とも
にとって有用になると考えられる。よって週所定労働
時間15時間程度をにすることが必要である。（追加
資料は別紙その他特記事項にて内容を記入）

提案理由：障害者自立支援法や障害者雇用促進法が成立し、
福祉から一般雇用への移行による障害者の自立の推進を趣
旨としている。多くの障がい者がふつう働き自立したいが、働く
ことの大変さや不安から現状として家庭内で引きこもったり、仲
間と会えるという良さはあるも授産施設などを利用してきた。就
労支援機関での訓練や一般企業等のハードな環境下での支
援をすることだけで障害者を就労に適応させるのは過酷であ
り、週２０時間の労働時間に限らず多様な就労形態を踏まえ、
就労へチャレンジでき喜びを得ることができるため、障害者の
自立を支援する制度として緩和することを求めるため単に税財
源の優遇を求めるものではない。　　　代替措置：雇用率達成
の安易活用や雇用契約条件が短時間での推移は懸念される
が、障害者雇用促進法八十条（障害者である短時間労働者の
待遇に関する措置）の強化を踏まえた障害者に不利にならな
いような支援を行っていく。

福岡県

社会福祉法
人みぎわ会
愛和社会復
帰センター

厚生労働省

1027010
北海道の農業分野におけ
る外国人研修生及び技能
実習生の特例措置

北海道では積雪低温により冬期間は実
地での研修及び技能実習ができない事
情を考慮し、農業分野の外国人研修生
及び技能実習生については、複数職種
での研修及び技能実習を認める。

北海道の露地栽培を対象とした研修及び技能実習
では冬期間は実地での作業が困難なことから、複数
職種での研修及び技能実習を認める。
具体的には、冬期間は当グループ内での活動に限
り、関連する他職種（食品加工など）での研修及び技
能実習の実施を認め、生産から加工まで一貫して学
べるようにする。

提案理由：
北海道での露地栽培は積雪等により作業ができないことから、
冬期間に他職種での研修を行えるようにすることで、地域間の
不均衡状態を解消するとともに、農産物に係る生産から加工・
流通まで一貫した研修及び技能実習を行う体制を構築する。
代替措置：
受け入れた者が失踪などの問題をおこさないよう、対象者は身
元が明らかな者に限り、日本滞在中は当グループで準備する
施設へ入居させ、安定した生活を過ごせるようにする。

北海道
北武グルー
プ

警察庁
法務省
厚生労働省

1028010
児童手当の支給消滅要
件の追加

児童手当を支給すべき事由の消滅要
件の追加について、「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する
法律（平成13年法律第31号）」（以下「Ｄ
Ｖ防止法」という）に規定する保護命令
決定による、職権消滅要件を付加する
こと。

児童手当支給要件の職権による消滅事務の追加

市では、ＤＶ防止法の周知啓発を進め相談事業を重視してきた
が、近年、ＤＶ被害者からの相談や保護･救済の申し出が増加
している。本市のＤＶ被害者の多くは子どもを連れた女性であ
る。子どもを連れた被害者（多くは妻）が、ＤＶ防止法第10条に
よる保護命令決定を受けた場合でも、加害者（多くは夫)である
父親に児童手当が継続して支給されている現状がある。これ
は父親が保護命令決定後すぐに資格喪失届けを提出すること
がないため、母親に児童手当を受給できる要件が成立しない
からである。この状況は児童手当法第1条の目的に沿うもので
はない。よって、保護命令決定と同時に職権で父親の支給要
件を消滅できれば、新たに母親への支給要件が確立でき、着
の身着のままで逃げ出したＤＶ被害者の子の養育の経済的な
支えとなりうる。本市は住み慣れた地域で安心して暮らしてい
ける住民サービスに努めていることからもこの申請を行うもの
である。

京都府 福知山市 厚生労働省
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 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1030010

介護老人保健施設におけ
る医師の常勤配置基準の
緩和、及び管理者の資格
要件の緩和

介護老人保健施設の人員に関する基
準に規定されている常勤の医師一人の
配置について、入所者の処遇に支障の
無い場合は、現行の3分の一から半分
程度の非常勤医師をもって充てても差
し支えないこととし、管理者においても
管理業務に支障が無い場合は資格要
件を緩和する。

介護老人保健施設の医師を非常勤でもよいとするこ
とにより介護老人保健施設における医師の確保を容
易にし、地域の医師不足の解消に繋がる。また管理
者を福祉業務に3年～5年程度従事した経験がある
ものでもよいとすることにより医師の管理業務を軽減
し、診療に専念できる環境ができる。

介護老人保健施設に入所している利用者の多くは、医師が常
勤して診察しなければならない状態にはないと思われる。介護
老人保健施設の医師確保や地域における医師不足が深刻化
する中、本特例措置によりそれらの解消に繋がる。また、介護
福祉施設等との差がなくなってきている中、人員配置基準を緩
和することにより人件費等のコスト削減をはかり、財政が逼迫
している介護報酬の見直しや削減にも繋げていける。

秋田県

医療法人惇
慧会 介護
老人保健施
設勝平苑

厚生労働省

1031010
社会保険労務士法におけ
る業務緩和

社会保険労務士又は社会保険労務士
法人でない者は、他人の求めに応じ報
酬を得て社会保険労務士法第２条第１
項第１号から第２号までに掲げる事務
を業として行ってはならないとされてい
るが、市が事業所から報酬を得ないこ
とにより事務を代行することを可能とす
る。

市が、市内の小規模事業所（従業員２０人以下）を対
象とし、社会保険労務士の有資格者である職員等を
業務にあてることとし、１．健康保険、厚生年金保険
新規適用届をはじめとする各種書類の作成・手続き
２．厚生年金をはじめとする各種年金給付裁定請求
書の提出　３．雇用保険、労災保険の保険料の納付
事務及び各種書類の作成　４．就業規則をはじめと
する会社規定の作成　５．保険料の納付代行　６．そ
の他労務に関する相談・指導等をする。

提案理由：　近年、市内の事業所は、市外転出等により全産業
における事業所数が減少傾向にあるので、小規模事業所につ
いては融資支援策等だけでなく細やかな支援が必要となってく
る。各事業所が処理すべき事業主・従業員に係る社会保険等
の申請・届出の手続きについては、全ての事業所が人的要因
を備えているとは限らないので、市が、手続きを代行し事業所
の支援をしていくものである。そうした支援策により中小企業の
誘致を図り、雇用の拡大につなげることができ、地域経済を活
性化するものと期待できる。　　　　　　　　　代替措置：対象とな
る企業は、従業員数等の少ない小規模事業所に限定されるこ
とから、既存の事業所・社会保険労務士に与える影響は少な
いと考える。

埼玉県 志木市 厚生労働省

1031020

労働保険の保険料の徴
収等に関する法律第３３
条に規定する労働保険事
務組合の緩和

現行法では、労働保険事務組合になり
得る組合又は団体が規定されている
が、市が社会保険労務士法第２条第１
項第１号から第２号までに掲げる事務
を行うことが可能になれば、労働保険
事務組合に準ずる団体になりうると考
えられるので、労働保険の保険料の徴
収等に関する法律第３３条にある労働
保険事務組合の他に市を加えるものと
する。

市が、市内の小規模事業所（従業員２０人以下）を対
象とし、社会保険労務士の有資格者である職員等を
業務にあてることとし、１．健康保険、厚生年金保険
新規適用届をはじめとする各種書類の作成・手続き
２．厚生年金をはじめとする各種年金給付裁定請求
書の提出　３．雇用保険、労災保険の保険料の納付
事務及び各種書類の作成　４．就業規則をはじめと
する会社規定の作成　５．保険料の納付代行　６．そ
の他労務に関する相談・指導等をする。

近年、市内の事業所は、市外転出等により全産業における事
業所数が減少傾向にあるので、小規模事業所については融資
支援策等だけでなく細やかな支援が必要となってくる。各事業
所が処理すべき事業主・従業員に係る社会保険等の申請・届
出の手続きについては、全ての事業所が人的要因を備えてい
るとは限らないので、市が、手続きを代行し事業所の支援をし
ていく。そうした支援策により中小企業の誘致を図り、雇用の
拡大につなげることができ、地域経済を活性化できる。そして、
市が労働保険事務組合に準ずる団体に該当すれば納付した
労働保険料の額に対応した報奨金が得られ、事務の経費の一
部とすることができより貢献できるものとなる。

埼玉県 志木市 厚生労働省
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1031030
 国民年金に係る市への
法定受託事務の規制撤
廃

現行法では、公的年金は政府が管掌
し、国民年金の事務の一部を市が法定
受託事務として行うこととなっています
が、市民の利便性、事務の効率性や経
費削減の観点から、市が施設等を提供
し、国が執行機関として「（仮称）地域年
金センター」を設置することにより、この
（仮称）地域年金センターにおいて、厚
生年金及び国民年金の事務を一括して
行うことができ、このことにより、市への
国民年金の法定受託事務の規制を撤
廃するものである。

公的年金（厚生年金及び国民年金）に関する全ての
相談や、裁定請求書等の提出が市民の身近な場所
で可能とするものである。現行では、公的年金の窓
口事務が社会保険事務所と市の２カ所で役割分担
して行われているが、大多数の市民は、年金に関す
る相談場所や、裁定請求書の提出先などの正確な
区別がほとんど理解できていない状況にある。この
ため、国の協力の下にこの事業を実施するものであ
り、具体的には、市が施設等を無償で提供し、国に
おいて、この施設に執行機関として「（仮称）地域年
金センター」を設置していただき、民間活力などを導
入して、公的年金（厚生年金及び国民年金）に係る
窓口事務等を一括して実施していただくものである。

第８次提案において、厚生年金及び第３号被保険者の裁定請
求書の受理を、市において行うことが可能となるよう「老齢厚生
年金の裁定請求受理機関の拡大」の提案をしたところ、厚生年
金に係る事務を市町村で実施することについては、現時点で
は無理との見解であり、認定に至らなかった。
  そのため、今回も同様の趣旨で、事業内容を変更し再提案す
るものである。
  なお、提案理由は別添のとおりである。

埼玉県 志木市  厚生労働省

1035010
障害者支援施設等との役
務提供にかかる随意契約
の可能化

地方自治法施行令で定められている地
方公共団体が随意契約を行うことがで
きる範囲について、障害者支援施設等
から役務提供を受ける場合も対象とす
る。

社会福祉団体や障害者支援施設等が行う事業で、
その事業に従事する者が主として障害者であるもの
に係る役務の提供を地方公共団体が受ける場合、
随意契約を可能とする。役務の内容については、公
園の清掃業務等、単純労務でかつ反復する業務を
想定している。（別紙有）

就労促進が大きなテーマの一つである障害者自立支援法が施
行された中、障害者に対して「働く場」を創出する必要がある。
役務提供が随意契約の対象とされていない現状では、事業規
模拡大には限度があり、「働く場」の拡充は難しい。障害者福
祉の増進という政策目的の観点から見れば、物品購入と役務
提供の両者は共に目的になじむものであり、役務提供のみ随
意契約の対象でないことは不適切と考えられる。また、第９次
提案の省庁回答「知的障害者授産施設等がどのような役務提
供を行うのか法令上明らかでなく、施設の所管省庁により役務
提供が施設の目的として明確に位置づけられるならば検討の
余地がある」については、骨太の方針で、努力する意欲はある
が障害等のために困難な状況に直面している人の「再チャレン
ジ」支援を図るとされており、この観点から、国策として各省庁
が一体的に法令上の問題点等の課題を解決し、本提案を実現
頂きたい。（別添有）

 岐阜県 岐阜市
総務省
厚生労働省

1037020
点字図書館における録音
図書の貸し出し要件の緩
和

著作権法において「専ら視覚障害者向
け」に限定されている貸し出し対象者に
ついて、「視力の衰えた一般の高齢者
等にも貸し出し可能」であることを明確
化する。

　北九州市視覚障害者情報提供施設（市立点字図
書館）では、現行法に基づき、著作者の許諾なしに
録音図書を作成し、視覚障害者に限って貸し出し業
務を行うことができる。
　視力が衰えた一般の高齢者にも許諾なしに貸し出
し可能であることを明確化することにより、利用者の
ニーズに広くかつ効率的に対応できるようにする。

　「視覚障害者」の基準が明確でないため、北九州市では身体
障害者手帳の有無をもって視覚障害者の客観的な判断基準と
している。したがって、視覚障害と同等レベルの視力であっても
身体障害者手帳を交付されていない人や、視力の衰えた一般
の高齢者に対しては、貸し出しを行っていない。
　このため、通常の活字本は読むことが困難であり、録音図書
を必要としている方々に対して事実上貸し出しが制限されるこ
ととなる。
　そこで、新たに定めた判断基準をクリアすることを条件とし
て、身体障害者手帳を持たず視覚障害者とみなされない視力
の衰えた一般の高齢者等に対しても著作者の許諾なしに貸し
出し可能であることを明確化することが必要である。

福岡県 北九州市
文部科学省
厚生労働省
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1039010
福祉事務所が行う無料職
業紹介事業の届出等の
取り扱い緩和

福祉事務所が生活保護受給者に対し、
福祉事務所の業務として無料職業紹介
事業を行うことを可能とする。

無料職業紹介事業を行うことを福祉事務所の長に
包括的に許可し、福祉事務所が生活保護受給者に
対して、生活保護世帯の自立支援（就労支援）の一
環として無料職業紹介事業を行う。また、より効果的
に無料職業紹介事業を行うため、求職者の紹介を
受けた求人者からの採用可否の結果と採用しな
かった際の理由の通知を義務付ける。

地方公共団体の行う無料職業紹介事業について、福祉事務所
の長については包括的に許可し、届出等の手続きを経ることな
く、生活保護受給者に対して福祉事務所の業務として無料職
業紹介事業を行うことを可能とする。これにより「自立支援プロ
グラム」をより効果的に行い、生活保護受給者の自立を支援す
る。また、生活保護費支出の削減も期待される。

神奈川県 小田原市 厚生労働省

1039020
要介護認定の再更新認
定時の有効期間の緩和

介護保険要介護5の第1号被保険者に
対して、再更新認定時に要介護認定有
効期間最大24ヶ月を36ヶ月とする。

　要介護５の認定者は、いわゆる寝たきり状態の方
がほとんどである。そのうち、第1号被保険者の身体
機能等は、一般的に年齢とともに低下するため改善
は難しい状況であり、要介護５の要介護状態区分の
変更は極めて少ないと考えられる。このため、最重
度の介護状態である要介護５の第1号被保険者につ
いては、要介護認定を更新した時点で、要介護状態
区分が要介護５と変わらず認定期間が24ヶ月となっ
た者については、再更新認定時の状況により、要介
護認定期間の範囲を36ヶ月まで可能とする。

　本市は神奈川県下において、65歳以上の高齢人口比率が
20.52％であり、県全体と比較して3％ほど高く、反対に生産年
齢人口比率が県全体と比較して3％ほど低くなっている。このよ
うな状況で、介護保険については、18年7月31日現在で５８０人
（第1号保険者のみ）が要介護5の認定を受けている。
　要介護認定の再更新認定時の有効期間を延長することによ
り、要介護者の家族の負担の軽減を図るとともに、今後増加す
ると考えられる介護保険の認定事務を簡素化・効率化すること
が可能となる。

神奈川県 小田原市 厚生労働省

1039030
国民健康保険脱退の手
続きの緩和

現行法では国民健康保険の資格喪失
の際、世帯主に届出義務が生じるが、
社会保険事務所に照会をかけることに
より、職権で資格を喪失させることとす
る。

  国民健康保険被保険者の中で、長期にわたり納付
がなく接触もできない世帯で、かつ住民税で社会保
険料控除を申告している世帯をリストアップし、社会
保険事務所へ政府管掌保険の資格の有無について
照会をかける。
回答結果を基に、社会保険の加入日まで遡って職
権で資格を喪失させる。
  なお、本市では、平成17年度において、長期にわ
たり納付がなく接触もできない世帯、約550件のう
ち、政府管掌保険に約70件が加入していた。そのう
ち30件については、本人と接触が行えたので、資格
喪失手続きを行うことができたが、40件については
資格喪失の処理をするまで至っていない。

　国民健康保険の資格及び賦課の適正化並びに保険料の適
切な徴収は、国民健康保険制度の維持に重要であると考え
る。
　特に資格の適正化については、被用者保険への加入喪失の
情報を、国民健康保険者に通知し職権処理を行うことは医療
保険の適正な運用に必要であり、全国市長会等においても要
望されているが制度改正が進んでいない状況である。
　このような中で、長期にわたり納付がなく接触もできない世帯
については、すでに国民健康保険から他の健康保険に切り替
わっている可能性が高い。このうち政府管掌保険に切り替わっ
ている世帯に対し、社会保険事務所に照会し、その結果を基に
職権で資格を喪失させる。このことにより被保険者の届出等手
続きを簡素化するとともに、資格状況を適正なものとし、、誤っ
た保険証での受診を防止すること等を目的とする。

神奈川県 小田原市 厚生労働省
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1044010
医療事故救済特区（事故
調査委員会の調査と調整
する旨の規定の創設）

医療事故発生において、現在の法律で
は患者、家族が警察に訴えた場合、医
師は逮捕される場合がある。医療事故
は通常の犯罪と異なる。そこで事故調
査委員会の判断が出るまで逮捕などの
執行を緩める措置を愛知県内で求めた
い。医療現場では医療事故は必ず発
生する。現状では突然、医師が逮捕さ
れる可能性があるため、医師は多くの
患者を抱えながらも、突然逮捕される
不安で医療に真摯に集中出来きず、治
療中の患者の生命をも危険にさらす可
能性も危惧される。そこで事故調査委
員会が結論を出すまで逮捕の執行を猶
予する措置を求める。

愛知県の主要機関メンバーで理事が構成される日
本医学歯学情報機構が中心となり、適正な医療事
故の調査を行う。その結果を警察に提出し、この報
告書をふまえて審査を行う事により、警察は専門家
による詳しい情報を入手するとともに、いわゆる患者
よりの一方的な情報による誤認逮捕を防ぐことが出
来る。さらに医師はその間に現在治療中の患者へ
の対応等の手配が可能となる。（詳細別紙）

医療界においては医療の高度化、国民の高齢化により医療事
故の多発、また患者の医療不信により警察に届け出て刑事事
件として対応する事例が生じている。しかも医療を受ける患者
は健康状態ではなく医師自身過労などにより一生懸命従事し
ているに関わらず、発生した事故に対して、何故、犯罪として取
り扱われなければならないのか、という思いが強い。現状の刑
法においては想定外の状況であると考える。医療事故におい
ては逮捕される前に十分事故調査が専門家らにより行われ、
これを参考にして捜査機関は対応するシステムを政令または
省令として目指すための特区においてモデル化を試みる。

愛知県

特定非営利
活動法人
日本医学歯
学情報機構

警察庁
法務省
厚生労働省

1049010

診療情報の提供に関し、
その提供方法・利用方法・
診療報酬算定条件の緩
和

現行法で規定されている診療情報につ
いて、一定の要件を満たしている場合
には、情報管理法人又は情報管理団
体に提供されたものも医療機関に診療
情報を提供したものとみなし、これら法
人等より同情報を交付された場合は原
始情報提供医療機関から交付されたも
のとみなし、同情報に関する診療報酬
を算定することを可能とする。また、同
情報を医師の処方箋もしくは調剤指示
書とみなすことを可能とする。

　診療情報を第三者機関に保存すること等により、
大規模災害時等の患者に対する適正な医療及び投
薬の確保を目指す。　具体的には、医師が診療情報
を提供したり、処方箋もしくは調剤指示書を交付する
にあたり、現行法規定の書式は文書によるものであ
るため、災害時等の紛失・誤棄や保存時の改ざんの
危険性があることから、その提供方法等に新たな選
択肢を加える。その方法にあっては、ＩＴ技術を利用
するものとし、情報利用に関しては使用制限を設け
る。これにより災害罹災時や避難時、緊急受診等で
かかりつけ医師による診療が不可能な状況におい
てもスムーズな医療や投薬が提供されるようになり、
医療費の抑制にも繋がる。

【提案理由】三重県は東海及び東南海地震や豪雨等の大規模
災害の発生、医療機関の遠隔化等により、患者が継続した医
療を受けることが困難となる場合が多々予想されている。しか
し現行法では診療情報等を記載した文書を携帯していなけれ
ば、継続的な医療の確保が難しい。そこで、本特例措置により
診療情報を情報管理第三者機関に保存、活用することにより、
災害前等より継続した医療が受けられるようになる。また、出
張や旅行先での緊急時にも同情報を利用することができるよう
になり、不必要な検査等も削減され、医療費の抑制も期待でき
る。　　　　　　　　　　　　　　　【代替措置】情報の提供及び利用
方法を充分な保護の下で限定することにより、診療情報等の
交付は書面でなくとも、第三者機関による電磁記録として行え
ばその信頼性は確保できるものと考える。

三重県 個人 厚生労働省

1053010
鍼灸医療の療養費取り扱
いに関する規制緩和

① はり、きゅう施術の療養費支給に必
要とされる、保険者の鍼灸療養費支給
確認書たる医師の同意書又は診断書
を、厚生労働省厚生労働科学研究事
業の長寿科学研究「慢性関節リュウマ
チに対する鍼灸治療の多施設ランダム
化比較試験」及び「高齢者の筋・骨格系
の痛みに対する鍼灸及び徒手的治療
法の除痛効果に関する基礎的および
臨床的研究」のＥＢＭに基づき添付撤
廃。
② 発生原因の明確な柔道整復術療養
費適応疾患を鍼灸施術にも適応し同意
書・診断書の添付を撤廃。

① ＥＢＭのある鍼灸施術方法に従って施術を行うこ
とで同意書に代える仕組みを確立する。
② 柔道整復の施術は、発生原因が明確で疲労回復
のためではない。柔道整復術とも重複する頚椎捻挫
後遺症等の鍼灸治療について同意書を撤廃する。
宮崎県内には昭和39年から国民健康保険被保険者
を対象とした鍼灸の補助制度があり４２年の歴史を
誇ります。この制度では同意書の規制が緩和され、
慢性病等に対して力を発揮してきました。現在、優れ
た制度に成長し支持され続けています。宮崎県の鍼
灸は行政の強力なご支援の下、人々の健康に寄与
し続けています。規制緩和の基に国保被保険者にと
どまらず広げる事で社会性のある事業を実現できま
す。

鍼灸療養費に必要な医師の同意書・診断書は、施術に必要な
ものではなく、保険者が療養費を支給するために必要な科学
的根拠を補完するための確認書である。従って、確認のため
に必要とされる書類は、発生原因が明確で、治療と疲労回復
の境界が明確となる科学的根拠を備えた理論及び施術方法の
確立により置き代えることができる。
特に、厚生労働省主導により行われた東京大学医学部ﾘｳﾏﾁ・
ｱﾚﾙｷﾞｰ内科、東京女子医科大東洋医学研究所、埼玉医科大
東洋医学科、岐阜大学医学部東洋医学講座の大学病院であ
る4施設による共同研究の結果は重視されてしかるべきであり
健保被保険者等に研究補助金を還元すべきである。これは保
険者の求めるＥＢＭであり、この施術方法は科学補完的確認
書を超える科学的根拠となる。
鍼灸治療では、頚椎捻挫後遺症等の柔道整復術の療養費適
応疾患と重複する治療もある。これも同意書診断書を撤廃する
ための根拠となる。

宮崎県

社団法人
宮崎県鍼灸
マッサージ
師会

厚生労働省
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 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
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(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1054010

純銀板を入れ歯に貼りつ
け純銀から出る銀イオン
で口の中の菌を少しでも
少なくする抗菌義歯として
純銀板の貼り付けとその
効能書きをパンフレット及
びポスターに書く要件の
緩和

「医療機器としての承認を取らなければ
広告が打てない」という基本はよく理解
できます。しかし、私の使う金属は歯科
用銀地金（純銀）です。これを入れ歯に
貼り付けているだけです。この銀地金
には厚生省の定義があり、歯科用合金
の原料として用いる銀地金を主として
歯科用修復及び器材の作製に用いる。
従って歯科用の銀地金には厚生省の
承認が必ず必要になるはずです。今
回、品目毎に承認を取らなくとも広告が
打てるように大幅な規制の緩和をお願
いします。

技工士の収入は歯科医の３分の１、労働時間は毎
日１０時間を越えており、何とか努力をしようにも今
の医療体制では到底向上は見込めません。後は新
しい分野を開拓する以外ないのが現状です。自分達
だけなら、区域だけでもいいのですが、苦しい技工
士全体の為を思うと、この抗菌義歯は侮れないもの
があります。現在の技工料金の（歯科医に値引きを
半ば強制されている）10%は上がります。健保とは違
い技工士独自の発案であるので、料金は歯科医n%、
技工士n%とはっきり決められるメリットと安心感があ
ります。

現状の規制の問題点は純銀は歯科用銀地金とあるように安全
がほぼ確立した事実があるのにも関らず品目毎に承認を取ら
なければならないのは零細企業にとって目的を目の前にして
足止めされている状態です。全くの新製品であれば安全有効
が先決ですが、歴史があり成分不変の純銀は過去の経過も考
量して欲しい。愛知県の薬務化では銀の薬害の報告はないが
前例が無い為許可出来ないと言いながらも前向きの助言や資
料を頂きました。その中で、純銀に一定以上の湿気があれば
銀イオンが発生し、その銀イオンに触れた菌は死滅するという
事実があります。この事実を生かしてほしい。もし、特例の適用
にあたって、何らかの弊害が発生した場合は入れ歯を外してし
まえば良いだけです。責任主体は歯科医師ですが、PL法にも
入ります。

愛知県 個人 厚生労働省

1059010

あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に
関する法律等広告制限の
緩和

現行法で規制されている、施術者の技
能、施術方法又は経歴に関する事項に
ついての広告制限を緩和する。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔
道整復師の施術所に関する広告については、あん
摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する
法律第７条第１項及び柔道整復師法第２４条第１項
において列挙されている事項に限定されており、ま
た、第２項において、「広告をする場合にも、その内
容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する
事項にわたってはならない」とされているが、施術者
の技能、施術方法又は経歴に関する事項について
の広告制限を緩和し、消費者に対し有資格者の情
報を正しく提供する。

無資格者による「クイックマッサージ」等が氾濫しているため、
消費者に対し有資格者の情報を正しく提供する必要が生じて
いる。
一方で、健康情報に対する消費者のニーズの高まりの中、業
界や視覚障害者団体からの要請もある。
また、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は事実
であり、これらの広告制限を緩和しても、不当な広告により消
費者が誘引され、不適切なサービスによる被害を受ける等の
おそれは少なく、また、消費者もこれらの情報を求めている。

大阪府 大阪府 厚生労働省

1060010

身体障害者療護施設にお
ける高齢者の介護保険法
に基づく短期入所生活介
護（ショートステイ）の利用

身体障害者福祉法の規定に基づく指
定身体障害者療護施設の一部（空き
ベッド）を、近隣において、介護保険法
の指定に基づく短期入所生活介護
（ショートステイ）事業所を利用すること
が困難な高齢者が、利用できるように
する。

高齢者の在宅介護支援のためには、介護保険法の
短期入所生活介護の利用が重要。しかし、同短期入
所生活介護については、希望に応じた利用が達成さ
れていない実態が存在。一方、身体障害者療護施
設については、入院等による空きベッドが存在し、そ
の効率的活用が求められている。このため、身体障
害者療護施設について、本来の目的を損なわない
範囲内で、一部を同短期入所生活介護として利用す
ることを可能とし、これにより、高齢者の身近な地域
での生活を継続できる環境整備及び地域資源であ
る身体療護施設の有効活用に寄与する。

　短期入所事業所においては、それぞれ各法の指定を受けて
いる場合であって空きがある場合には、身体障害、高齢者相
互に利用することは現行制度においても可能であり、こうした
措置を身体障害者療護施設について、同施設の本来の目的を
損なわない範囲内で、入院等による空きベッドについて拡充す
る。なお、身体障害者療護施設は、身体障害者であり常時介
護を必要とする方を対象に、治療及び養護を行う入所施設で
あるが、国庫補助を得て整備された施設は、用途変更になる
ため介護保険法の事業者指定を受けることはできない。
　  また、介護保険法において、身体障害者療護施設の指定
（空きベッドの利用）は想定されておらず、かつ、実態上も同法
の基準に適合することが困難。

京都府 京都府 厚生労働省
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 09 厚生労働省 検討要請

提案事項
管理番号
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提案主体名
制度の所管・
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1063010

在留外国人の介護福祉
士への養成と国家資格取
得後の老人介護施設での
就労

外国人介護福祉士の研修・就労の受
入れは、１８年９月にフィリピンとのＥＰＡ
にて一部解禁されたのは、周知の事実
である。しかし、今後、介護を必要とす
る高齢者は激増し、今回の受入れ枠で
は十分とはいえない。
そこで、老人介護施設の整備に伴い、
介護人材を特に必要としている地域に
は次の規制を緩和する。留学卒業生な
どで、日本に在住する外国人で、一定
レベルの語学力と見識を持った者を介
護福祉士として養成し、国家資格取得
後の就労を認める。

外国人留学卒業生の日本での就職率は、約２０％
で、就職したくても就職が出来ない者が多数いると
予想される。
日本語を習熟し、日本文化を知る大学卒業生に、更
に就学・専門学校卒業生などで且、母国の大学卒業
生または母国の看護師資格を持つ者を介護福祉士
として養成し、就業の機会を拡げ活用する。横浜市
は日本最大規模の政令市で、高齢人口も急増し、そ
れに伴い介護施設を増設しているが、介護人材の不
足が顕著である。開港１５０年間近な国際都市とし
て、高齢社会への対応は待ったなしの必須要件であ
り、国際貢献も担いたい。

横浜市では、現在第３期介護保険事業計画に基づき特別養護
老人ホームを急ピッチで整備している。加えて、有料老人ホー
ムの増設も進んでいる。高齢社会の進展により高齢者施策は
ますます重要になるが、介護分野で働きたい人材は反対に先
細りの状況にある。世界でも高齢化が進む国は多く、特に中国
においては、今後、高齢化の進展は顕著になると考えられる。
外国人留学生などに就労の機会を与えると共に、世界で最も
高齢化の進んだ日本の現状とその先進技術を学んでもらい、
そこで得た知識や技術を帰国した後に母国で活用してもらう。
一方、急激な整備で人材の確保がままならない横浜市内の老
人介護施設運営の安定を図る。

神奈川県

横浜市健康
福祉局、横
浜市福祉事
業経営者
会、日総ニ
フティ株式
会社、横浜
市社会福祉
協議会、横
浜市福祉
サービス協
会、NPOグ
ローバル人
材育成協会

警察庁
法務省
厚生労働省

1065010
短期民泊営業における旅
館業法並びに消防法の規
制緩和

短期間の民泊営業について、旅館業法
施行令に定める構造設備基準と、消防
法に定める消防設備条件の適用を除
外する。

毎年8月第四土曜日に行われる「全国花火競技大
会」のみならず地域内花火大会開催時に、市内一般
民家において短期間（２日～１週間）、客一人当たり
1泊5千円程度の宿泊料金による民泊営業を実施推
進させ以下の効果を得たい。
1. 花火大会会場への観客流入流出時間の分散化
による交通渋滞の緩和。
2. 観客の地域滞在時間の増加による経済効果増。
3. 民泊の宿泊費収入による経済効果増。
4. 大会運営への一般市民参加促進による街の活性
化。

　大仙市は花火大会を含め、年間を通じ全国有数の花火打ち
上げを行っている。特に全国花火競技大会（大曲の花火）は通
算80回を数え、一晩に70万人を集める大会となったが、交通渋
滞、宿泊施設の不足により地元への経済効果は留まってい
る。また、花火大会時以外の時の宿泊需要は少なく新たなホテ
ル、旅館等の進出は望めない。観客の多くは市内以外に宿泊
地を求め、大会前後には交通渋滞が発生している。また、大仙
市にとっても観客が当地に宿泊せず、他地域に移動してしまう
ので十分な経済効果を得るに至っていない。そこで、市内一般
民家において短期有料の民泊を実施し、問題を解決し経済効
果を得たいが、旅館業法の規制を受けると想定される。旅館業
法施行令に定める構造設備基準の適用を除外し、農家民泊特
区における消防法の消防設備要件省略と同様に、簡便な申請
により短期一般民家宿泊を実現させたい。

秋田県
花火ときめ
きチーム

総務省
厚生労働省

1073010
観光客等に対するオウレ
ン販売（「観光オウレン
畑」開設）の容認

特産物であるオウレンを地域の観光資
源と捉え、キャンプや観光で大野市を
訪れる訪問客が、有償で自家消費のた
めに摘み取り、持ち帰ることのできる
「観光オウレン畑（仮称）」の開設を容認
する。

　オウレンは、生薬（胃腸薬）として国内の消費者に
は根強い人気がある。
　そこで、栽培林家（３組合、約６０数軒）の管理の
下、キャンプや観光のために本県大野市を訪れる訪
問客自らが、自家消費するためにオウレン畑に入
り、オウレンを摘み取ってもらうための「観光オウレン
畑（仮称）」を開設する。
　これにより、植付けを行っても収穫しないまま放置
していた生産林家の所得が回復するとともに、平均
寿命が男女とも全国第2位である健康長寿県という
本県の特長を活かした都市と農村との交流を促進す
ることで地域の活性化を実現する。

　福井県大野市は、平成14年頃までオウレンの生産量（＝製
薬会社との取引量）が国内生産量の約6割を占める日本一の
生産地であったが、中国産オウレンが安価なことから製薬会社
からの需要がなくなり、現在、栽培組合では栽培したものをそ
のまま放置している状態にある。
　また、生産者自らが販売するための方策を検討してきたが、
医薬品であるオウレンの製造や販売には、薬事法に基づき製
造販売業の許可等を取得する必要があり、許可等の基準が非
常に厳しく、生産林家が許可等を取得することは事実上困難で
ある。
　そこで、これまで栽培してきたオウレンを、地域の観光資源と
して活用できるようにすることで、生産林家の所得向上と都市
と農村との交流促進による地域の活性化を図りたい。
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1076012
民間企業による介護福祉
士養成施設の設立を可能
とする。

現在民間企業による介護福祉士養成
施設の設立は認められていないが、特
区により民間企業による魅力ある複数
の資格取得と再教育を行う介護専門学
校を設立し、教育と就労の提供を行う。
また、外国人による介護従業者を国内
に定着させるため、外国人に対する入
学資格を緩和し、外国人を多く受け入
れ、資格取得を可能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、質の低下
を危惧される状態にあり、今後その充足のため、実
践に重点をおいた教育及び常識力豊かな人材育成
を行うため、介護従業希望者、特に外国人介護従業
者に対して介護福祉士等の資格取得のための専門
学校を民間企業にて運営し、当該施設において就労
場所も同時提供し、彼らの生活の安定を図る。　又、
既資格取得者に対し、認知症介護の専門家として再
教育を行い、ターミナルケアを含む認知症介護の発
展を目指す。(別紙詳細添付)

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くある土地でありな
がら、観光面での衰退は著しいものがある。介護施設運営と同
時に民間企業による専門学校設立により、就労と勉学両方の
場を設け、従来の専門学校では不足している教育(外国人介護
従業者には日本文化、慣習を教え、既資格取得者に対しては
より専門知識教育)を行うことにより、介護従業者の充足と同時
に安定した生活の場を提供し、別紙記載の街づくりと合わせた
国際化と地域の活性に結びつけようと考えるものである。(別紙
詳細添付)

奈良県
ウェルコン
サル株式会
社

厚生労働省

1076013
外国人介護従業者に対
し、入学資格を緩和し、資
格取得を可能とする。

現在民間企業による介護福祉士養成
施設の設立は認められていないが、特
区により民間企業による魅力ある複数
の資格取得と再教育を行う介護専門学
校を設立し、教育と就労の提供を行う。
また、外国人による介護従業者を国内
に定着させるため、外国人に対する入
学資格を緩和し、外国人を多く受け入
れ、資格取得を可能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、質の低下
を危惧される状態にあり、今後その充足のため、実
践に重点をおいた教育及び常識力豊かな人材育成
を行うため、介護従業希望者、特に外国人介護従業
者に対して介護福祉士等の資格取得のための専門
学校を民間企業にて運営し、当該施設において就労
場所も同時提供し、彼らの生活の安定を図る。　又、
既資格取得者に対し、認知症介護の専門家として再
教育を行い、ターミナルケアを含む認知症介護の発
展を目指す。(別紙詳細添付)

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くある土地でありな
がら、観光面での衰退は著しいものがある。介護施設運営と同
時に民間企業による専門学校設立により、就労と勉学両方の
場を設け、従来の専門学校では不足している教育(外国人介護
従業者には日本文化、慣習を教え、既資格取得者に対しては
より専門知識教育)を行うことにより、介護従業者の充足と同時
に安定した生活の場を提供し、別紙記載の街づくりと合わせた
国際化と地域の活性に結びつけようと考えるものである。(別紙
詳細添付)

奈良県
ウェルコン
サル株式会
社

警察庁
厚生労働省

1076020

同一事業所における認知
症グループホームのユ
ニット数及び入居者地域
制限の許可緩和

現在進行中の医療モールに隣接して、
介護保険法及び運営基準の緩和及び
撤廃を受け、複数ユニット及び入居者
の地域制限にとらわれないグループ
ホーム運営を実現する。

現在のグループホームでは、認知症の原因である
医学的疾患、精神的疾病、及び加齢によるもの等の
入居者区分はされておらず、各市町村毎の一律的
なケアがなされている状態である。少人数ユニットに
おいて内容ごとにわけた運営を行い、症状や生活環
境等による入居者の区分わけを実現し、その為にも
幅広い地域からの入居者を募り、医学的・介護的治
験を行い、今後の認知症ケアの指針となる介護方法
の確立を目指す。(別紙詳細添付)

大和郡山市は県庁隣接地で歴史ある町にしては地場産業も廃
れ、福祉も充実した町とは言いがたい状況にある。大きな社会
問題となっている認知症に対する治験を行うことにより、新しい
福祉の街づくりを目指す中で、当該施設建設予定地は交通の
利便性に加え、緑豊かな自然も多く残る田舎の土地である。認
知症高齢者も地域社会の一員である以上、児童や職業訓練
生等との共存の場所作りの為にも、特区による規制撤廃、緩
和により、実現を目指したい。(別紙詳細添付)

奈良県
ウェルコン
サル株式会
社

厚生労働省
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提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1077010
介護保険制度の円滑な推
進

介護保険制度に伴う指定居宅サービス
等の事業の人員、設備運営に関する基
準の緩和について

介護保険制度においては、法第７０条において、指
定居宅サービス等の事業の人員、設備運営に関す
る基準（平成１８年３月３１日厚生省令第７９号）を遵
守しなければならない。この、基準のなかの「指定訪
問看護ステーション」に関して、保健師等の配置２．
５人の最低基準の緩和をしていただきたい。町内で
は、唯一社会福祉協議会が同事業を運営している
が、赤字であるため廃止したいという意向がある。利
用者にとっては在宅生活を可能にする大切なサービ
スであり、行政としては運営の存続を依頼していると
ころである。

現在、吉賀町においては社会福祉協議会が２．５人の看護師
を配置して、「訪問看護ステーション」を運営している。当該事
業所での損益分岐上の利用者数は３５名程度であると推測し
ているが、平成１８年１０月１日現在の利用者数は２０名であ
る。現状では、利用者の急激な増が生じる状況にはないので、
苦しい経営が続くこととなる。「訪問看護ステーション事業」は
高齢者の在宅生活を支える必要不可欠なサービスであり、廃
止することはできないと考えている。経費の大半が人件費であ
ることから、１．５もしくは２名であれば、収入と支出のバランス
がとれ、安定した経営が保てる。可能であれば、下限２．５名を
２名もしくは１．５名に緩和してほしいと考えている。また利用増
が生じた場合は、臨時職員等の対応でニーズを満たせると考
えている。

島根県 吉賀町 厚生労働省

1078010
死体解剖に関する要件の
緩和及び適用の拡大

現行法で規定されている死体解剖につ
いて、医師及びコメディカルスタッフの
医療技術研修、医療技術の研究開発
及び医療機器の研究開発の目的で死
体解剖することを可能にする。また、大
学等以外の要件を満たした施設におい
ても、それらの目的で死体解剖すること
を可能にする。

医療技術研修及び医療技術・機器の研究開発を行
う産・学連携の総合医療研修・研究施設の設立によ
り、医療の質の向上と安全に寄与することを目指
す。具体的には、施設において医療技術研修及び
研究開発を模型、豚及びシミュレーター等に加えて
死体を使用することで効果的に行う。先端医療技
術・機器には患者への侵襲の低減、医療の効率化
等が期待される。例えば整形外科領域のMIS人工関
節手術では入院期間の短縮（概ね14日以内）が可
能であり、医療費抑制に貢献し得る。医療技術の向
上と安全な普及のために医療従事者及び研究者に
死体の使用を含めた総合的な医療技術研修・研究
開発の機会と場を提供する施設を設立し運用する。
（別紙１参照）

社会環境等の変化により先端医療技術・機器への期待と要求
が高まっているが、その恩恵と供に新たなハザードの発生によ
りリスクが大きくなるという反面を持ち合わせている。リスク低
減策として、医療技術・機器の研究と供に医療従事者が効果
的な研修を受けられる総合的な枠組の構築が必要である。そ
れにより、従来のOJTだけに頼ることなく、医療技術の向上と
安全な普及が期待できる。しかし、現行法では死体解剖は病
理解剖、系統解剖（正常解剖）等に照準され、医療技術研修や
医療技術・機器の研究開発については明文化されていないた
め、事実上行うことができない。ただし、現行法の目的は死体
解剖の適正を期することによって医学の教育又は研究に資す
ることとある。そこで、本特例措置により、死体の使用を含めた
総合的な医療技術研修・研究の枠組を構築し、医療技術研
修・研究施設を設立すれば医療の質の向上と安全に寄与する
ことができる。（別紙２参照）

愛知県
任意団体
MERI Japan

厚生労働省

1080010
医学部入学定員要件の
緩和

「医師の需給に関する検討会報告書」
（平成18年7月28日）の内容を踏まえ、
人口に比して国公立大学医学部等の
定員が少ない県に対して、定員の暫定
的な調整を容認し、現定員とは別枠の
定員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づける医師に
ついては、現定員とは別枠の定員とすることにより、
へき地における医師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等において、大学
が入学を許可した者に対し、県内のへき地における
医療従事を前提とした修学資金の貸与を行い、大学
卒業後、県の指定する医療機関で一定期間勤務す
れば修学資金返還を免除することとし、その対象者
については、大学の現定員を増やすことにより対応
する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な問題と
なっているが、本県においてもへき地における医師不足は深刻
であり、地域住民が安心できる医療の確保に苦慮している。そ
のため、医師確保対策の一環として、県がへき地医療従事を
義務づける医師を養成することは有効であり、現行定員の増
が認められる必要がある。
○平成16年の人口100万人当たりの医学部定員は全国平均
59.7人に対して、本県は35.8人（全国41位）と非常に低位にあ
り、本県のように県域が広く、都市部とへき地が混在している
県においては、現行の国の基準では大学の定員増は認められ
ず、本県の医師不足を解消することはできない。

兵庫県 兵庫県
文部科学省
厚生労働省
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提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
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(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
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1080020
医学部入学定員要件の
緩和

新医師確保総合対策での大学医学部
定員増の基準を２次保健医療圏毎に算
定し、基準を満たす地域に新たに派遣
する医師については、現定員とは別枠
の定員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づける医師に
ついては、現定員とは別枠の定員とすることにより、
へき地における医師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等において、大学
が入学を許可した者に対し、県内のへき地における
医療従事を前提とした修学資金の貸与を行い、大学
卒業後、県の指定する医療機関で一定期間勤務す
れば修学資金返還を免除することとし、その対象者
については、大学の現定員を増やすことにより対応
する。
　なお、本県の２次保健医療圏では、北播磨、西播
磨、但馬、丹波、淡路地域が当該基準を満たすこと
になり、増員した医師は当該圏域の医療機関へ派
遣する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な問題と
なっているが、本県においてもへき地における医師不足は深刻
であり、地域住民が安心できる医療の確保に苦慮している。そ
のため、医師確保対策の一環として、県がへき地医療従事を
義務づける医師を養成することは有効であり、現行定員の増
が認められる必要がある。
○本県のように県域が広く、都市部とへき地が混在している県
においては、現行の国の基準では大学の定員増は認められ
ず、本県の医師不足を解消することはできないため、県全体で
はなく、２次保健医療圏毎による算定を求める。

兵庫県 兵庫県
文部科学省
厚生労働省

1080070 保育所入所要件の撤廃

特別の事情（待機児童が無い地域、地
域の保育所が「認定こども園」の設定を
受けることが困難等）のある地域にお
いて、保護者の就労の有無等に関係な
く、保育を必要とする乳幼児が保育所
へ入所することが可能となるよう、保育
所入所要件（保育の実施基準）を撤廃
する。

○専業主婦家庭等における育児不安や悩み等によ
り、児童虐待などにつながる恐れがあるなど、保育
を必要とする乳幼児の受入を可能にする。
○非正規雇用者の増加やリストラ等による離職も多
く見られる現在、親の就労状況の変化による児童の
保育環境の悪化させないようにする。

保育所への入所要件は、保護者が就労、疾病等で十分な保育
が受けられない０歳から小学校入学前の乳幼児ということに
なっている。一方、核家族化や地域のコミュニケーションの希
薄化などにより、近年は、専業主婦家庭における育児不安や
悩み等が増大しており、児童虐待などにつながる恐れがあるな
どによる保育を必要とする乳幼児は、現行の制度では対応で
きない状況である。また、非正規雇用者の増加やリストラ等に
よる離職も多く見られる現在、親の就労状況の変化により、保
育所に通えなくなることによって、児童の健全な幼児教育・保
育環境が確保されない状況となる。このため、全ての就学前児
童が保育所を利用できるよう入所要件（保育の実施基準）の撤
廃を行う必要がある。

兵庫県 兵庫県 厚生労働省

1080110

播州織産地における外国
人研修・技能実習（職種：
織布運転）の滞在期間の
延長

諸外国の青年労働者等を一定期間、
日本の産業界に受け入れて、産業上の
技術、技能、知識等を修得してもらう仕
組みとして、「外国人研修・技能実習制
度」がある。
播州織業界では産地組合が織布運転
の職種の研修生を受け入れているが、
その期間を３年間から５年間に延長す
る。
※在留資格「研修」（１年）＋在留資格
「特定活動（技能実習）」（最長２年）
→在留資格「研修」（１年）＋在留資格
「特定活動（技能実習）」（最長４年）

播州織産地は我が国最大の先染め織物産地である
が、従業者の高齢化や後継者不足等から経営者は
将来に希望が得られず、経営意欲を失い廃業する
企業が後を絶たず、産地活力の低下が著しい。業界
では新商品の開発や展示商談会を開催する等各種
の対策を講じているが、若く意欲的な外国人研修生
の産地企業への積極的な受け入れを促進し、企業
の活性化、ひいては産地の活性化を図る。

（現在、協同組合播州織総合準備センターが受入機
関となって、平成16年度から毎年度３名の中国人研
修生を受け入れ、同センターが研修・実習を行って
いる。）

○ 研修生は、現行３年間の滞在期間では播州織りの製職準
備工程を習得することしかできず、派遣元企業から要請されて
いる織物製造工程を管理することはできない。織物製造のメイ
ンである製織技術の習得があって初めて派遣元企業が期待す
る人材の育成に繋がることとなる。そのためには、研修期間も
含め少なくとも５年間の期間が必要である。
○ 研修生の不法就労等を巡る問題については、適正に受入
れを行い、事後の管理体制を確立し、問題が発生していないと
ころについて、地域を限定して５年間の受入れを行うことを認
めていただきたい。

兵庫県 兵庫県
法務省
厚生労働省
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1081010
外国人に関する年金制度
の見直し

外国人研究者等の年金加入期間が通
算されるよう、日本と母国との間の社会
保障協定締結国を拡大するとともに、
未締結国の外国人研究者が受給資格
期間を満たさず帰国する場合の脱退一
時金について、在留期間５年の納付期
間に対応した支給を行う。

○大型放射光施設SPring-8等における外国人研究
者の受入れ促進事業
　播磨科学公園都市では世界最大の大型放射光施
設SPring-8を擁し、先端分野に関わる放射光研究が
展開されている。
　これまで、特例措置（５０１～５０３、５０４）を活用し
て外国人研究者の受入れ促進を図っているが、特
例措置によりその在留期間が延長されていることか
ら、加入が義務づけられている年金について、その
脱退一時金の支払いの見直しに関する要望があ
る。
　そこで、社会保障協定対象国の拡大及び脱退一
時金の見直しを行うことにより外国人研究者の受入
れ環境の向上を図り、国際的な研究拠点の形成を
目指す。

○年金制度については、社会保障協定により二重加入等の問
題点の解決が図られてきているが、現状受入を行った外国人
研究者のうち当該協定の締結がされていない国（ロシア、ポー
ランド、インド）からの受入もある。そのため、受入れた外国人
研究者の年金について、取扱いの格差をなくすため早急に当
該協定の締結について推進していただきたい。
○受給資格を満たさない場合、年金保険の脱退一時金が請求
可能であるが、３年までの保険料納付期間ではその期間にあ
わせて段階的に脱退一時金が支払われるものの、３年以上で
は一定額しか支給されない。
　そこで、加入が必要な年金保険の脱退一時金についても、支
給上限年数を引き上げ、納付期間に対応した一時金の支払い
を可能としてもらいたい。

兵庫県

兵庫県、た
つの市、上
郡町、佐用
町

外務省
厚生労働省

1082040
非常勤嘱託員に特別社会
福祉主事資格を付与する

地方公務員法第３条第３項第３号に基
づく非常勤嘱託員に特別社会福祉主
事資格を付与することで、国民生活の
セーフティネットである生活保護を、納
税者からの理解を得られる、真に生活
困窮者の自立を助長する制度とした
い。

地方公務員法第３条第３項第３号に基づく非常勤嘱
託員に特別社会福祉主事資格を付与することで、国
民生活のセーフティネットである生活保護を、納税者
からの理解を得られる、真に生活困窮者の自立を助
長する制度としたい。

生活保護受給者が増加する中、悪質な受給者による不正受給
も少なからず発覚しているが、このことは決して納税者の理解
を得られるものではなく、国民生活のセーフティネットの根幹に
関わるものであり、早急な対策が不可欠である。しかし、真に
保護を必要とする市民の生活保護申請権を侵害しかねない窓
口対応は許されず、また、保護開始後の資産の発生や収入の
有無などを詳細に把握するためには、申請者や受給者の資
産・環境を詳細に調査し、その後の法的手続に関する専門知
識を有した人材の活用が不可欠である。だが、正規職員の増
員は、今日の効率的な行政運営に逆流する。そこで、これらの
人材を非常勤嘱託員として採用し、生活保護の現業活動を行
うことを可能とするため、社会福祉法第１９条の特例を設け、地
方公務員法第３条第３項第３号に基づく非常勤嘱託員に特別
社会福祉主事資格を付与したい。

埼玉県 草加市 厚生労働省

1083010

前期高齢者の自己負担
割合の収入等判定基準に
おける、被用者保険と国
民健康保険間の統一基
準の設定

前期高齢者の自己負担割合を判定す
る際の根拠となる収入等について、現
在は被用者保険は報酬月額を基に、国
民健康保険（以下、国保）では前年中
の住民税課税所得を基にしていて、
各々異なる基準を設定しているが、加
入している健康保険によって判定根拠
が異なる現状では被保険者間の平等
を保つことができないため、被用者保
険と国保間で統一した基準を設定す
る。

前期高齢者の自己負担割合を判定する際は、被用
者保険及び国保等を含めたすべての健康保険で前
年中の住民税課税所得で判定するように統一する。
国保に加入している前期高齢者にとっては、現年中
の収入で自己負担割合を判定することは不可能で
あるため、被用者保険の判定基準を国保に合わせ、
更新の際は課税証明書等の提出を求めて判定す
る。すべて住民税課税所得で判断することで平等な
取り扱いができるほか、所得ベースのみで判断がで
きるため、繁雑な事務が解消され、事務の簡素化を
図ることができる。

現在、前期高齢者の自己負担割合は、被用者保険では報酬
月額を基に、国保では前年中の住民税課税所得を基に判定し
ている。つまり、被用者保険では当年の給料のみで判定してい
る一方、国保では前年中のすべての収入を合わせて判定して
いて、同じ自己負担割合であるにも関わらず判定については
異なる基準を用いるということは、被保険者にとって不平等な
措置である。例えば、被用者保険から国保に移行する場合、そ
れまでは当年の報酬月額で１割負担と判断されていたが、国
保に移行して前年中のすべての収入を基に判定した結果、３
割負担になるというケースもある。（加入する健康保険によって
負担割合が変わるケースは別紙１のとおり。）よって、被用者
保険と国保で統一した判定基準を設定し、すべての健康保険
被保険者を平等な基準で取り扱うことは、制度の信頼を保つう
えでも必要不可欠であると考えられる。

東京都 稲城市 厚生労働省
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1086010
ヘアカット専門店における
理・美容師混在運営の認
可

現行法では、理容師は理容所として届
出されている店舗で、美容師は美容所
で届出されている店舗でのみ従事が可
能となっているが、広義の意味での「ヘ
アカット（髪の毛を切ること）」に特化し
た専門店においては、届出に紐付けさ
れることなく従事することを可能とする。

ヘアカット専門店での理美容師混在従事が可能とな
ることにより、雇用機会損失の防止、雇用機会の向
上、顧客満足度の向上を目指す。具体的には、現在
の理容所届けの店舗に美容師を、美容所届けの店
舗に理容師を配置し、「ヘアカット専門店＝髪を切る
店」との認識しか持っていない顧客のヘアカットに関
するすべてのニーズにお応えできる体制を整えるこ
とができる。また、特定の店舗で働きたい理美容師
が資格基準不一致のために退職せざるを得なくなっ
たり、求人応募時点で不採用となったりするケースを
なくすことで、求人、研修、通勤交通費、引越し等の
コスト削減にもつながる。

提案理由：１．要請施設において、理容師は短髪刈込、美容師
は長髪カット技術を中心に教育を行われており、その両分野の
技術を提供できうる店舗環境を整え顧客満足向上に繋げた
い。２．基本的に理容師法、美容師法における衛生基準は同
様のものであるため、少なくとも有資格者である理美容師が運
営を行う以上、安全性に問題はない。３．技術不足による顧客
とのトラブルはヘアカット専門店のみに起こるものではなく、す
べての理美容所共通の課題である。代替措置：理美容師の資
格を店舗内（もしくは名札等）に表示することで、顧客への資格
選択の自由を設ける。

東京都
キュービー
ネット株式
会社

厚生労働省

1087010

先端医療を行うための条
件の緩和　（先端医療の
条件の見直し。診療側の
条件の緩和。大病院のみ
が先端医療を担えるとは
限らない。）

先端医療を行う診療側の認定方法の
改善
先端医療を担えるのは特定の大病院
だけではなく、小規模な診療所でも優
秀な医師さえいれば充分担えます。先
端医療に取り組む姿勢が最も重要であ
ると考えます。患者と直接毎日接し、先
端医療を施せるのは小さな診療所で
す。小さな診療所（規模を撤廃して）も
加えることで、医師同志の公正な競争
がおき、医師の質の向上、底上げが可
能になります。

個別化医療を取り入れたがん外来化学療法と、最
先端の血清プロテオーム解析による超早期診断を
目指すことに特化した診療所は、こちらをおいて他に
はないもので、研究で得られた成果をそのままトラン
スレーショナルリサーチの実践可能な診療所として、
混合診療特区の見本となると考えます。
具体例　１）血清プロテオーム解析で得られた結果を
超早期診断に応用する。　2）日本で未承認で外国で
承認され有効であることが証明されており、ほかの
保険薬に無効な場合についての未承認薬の使用。

先端医療の認定を受けている大病院（先端医療はある医師の
数と症例数などの関係で大病院に限られている）で一次治療を
受け、保険診療で有効な薬剤がなくなったがん患者に限って、
外国で承認され有効性が認められている日本では未承認の薬
の混合診療を認めることで、多くのがん患者さんが経済的、精
神的、身体的にも大いに救われると同時に、無駄な保険薬の
使用の歯止めにもなる。

埼玉県
医療法人財
団宝積会

厚生労働省

1092010

“おたっしゃコール”特区
構想として「孤立死ゼロ・
プロジェクト」事業を実現
するためには、地方自治
体の緊急通報システムな
ど電話回線を使って、高
齢者の生命に関るシステ
ムは、現行のずさんな保
守管理体制を見直し、管
理責任を明確にする規制
改革が必要である。

現在、独居高齢者は４０５万人に達し、
孤独死も増加の一途を辿っている。こ
のような社会現象を防止するには、有
効な安否確認システムが機能すれば
可能である。地方自治体の緊急通報シ
ステムは、高齢者の安否確認や身体の
ケアに関しては全く無力である。又、保
守点検しなくても管理責任は問われな
いため、通報用電話機や通報装置は、
一度設置すると放置や使い捨てが現状
であり、税金の無駄遣いになっている。
これからは、有効なシステムとして「地
域（人的交流）再生ツール」を活用した
安否確認システムに税金の有効活用を
提言したい。

国は、「孤立死ゼロ・プロジェクト」を来年度に実施す
る方針だが、私共は、平成１４年１１月から大阪市内
のＮＰＯ団体と連携して、平成１６年７月から交野市
藤が尾地区の人々と連携して、“おたっしゃコール”
モデリング事業を実施し、現在もボランティアとして
継続実施中である。“おたっしゃコール”とは、定時自
動発信機能を備えた電話機を使い、一人暮らしの高
齢者や高齢者夫婦に、地域の方々が毎日決まった
時間に声をかけ、会話をすることで心の交流を図り、
住み慣れた地域で安心して自立的に暮らせるよう高
齢者をサポートする新しい発想のシステムです。「別
紙 事業内容書あり」添付資料⑥⑦

平成１７年９月２２日の枚方市定例市議会で、緊急通報システ
ムの保守管理問題が質疑され、１０月７日には日経ＢＰ社の電
子自治体ポータルサイトに「緊急時につながらない危険性のあ
る高齢者緊急通報サービス」と題した取材レポートが発表され
ている。しかし現状の保守管理体制は見直されていないので
提案する。大阪市の緊急通報用電話機の設置台数は、枚方市
の１０倍の規模である。緊急通報用電話機は、毎年3千台（購
入単価７万円）を税金で購入している。死亡や移転などにより
短期間で利用を中止しても、電話機は回収されず使い捨てが
実情である。毎年設置台数の１２～１３％の電話機が使い捨て
られている。大阪市の緊急通報受信も保守管理も一括受注し
ているのが、大阪市社会福祉協議会である。税金の無駄遣い
が裏金づくりの温床となっている。これらの構造改革をするた
めに提案する。

大阪府

NPO法人デ
イコール
サービス協
会

厚生労働省
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1094020

県立農業大学校を専修学
校化したうえで、自ら職業
訓練が実施できるように
すること

農業大学校が職業訓練を行う場合に
は公共職業能力開発施設からの委託
訓練しか方法がないが、同じ県の組織
である農業大学校においても自ら職業
訓練を実施できるようにすること

農業大学校に職業能力開発施設を併設し、現在、県
の公共職業能力開発施設から委託を受け実施して
いる職業訓練を自ら実施する。

　他産業を離転職した就農希望者が、雇用保険の基本手当を
受給しながら農業の基礎技術等を習得する職業訓練は、知事
の権限に属する公共職業能力開発施設ではノウハウ等の関
係から直接実施できないため、同じく知事の権限に属する農業
大学校が委託を受け実施しているが、農業大学校が自ら行う
ことにより、新規就農者確保・育成等、農政施策面から一貫性
のある支援が可能となる。

山梨県 山梨県 厚生労働省

1101010

デイサービスの付帯設
備・空間（食堂、浴室、厨
房、デイルーム、トイレ等）
の一般利用についての介
護保険法の規制緩和

現行介護保険法では、デイサービスの
利用対象者は、要介護認定を受けたも
のに限定される為、その設備や空間も
使用目的が限られているが、同法がめ
ざす高齢者の自立支援と孤立防止の
ためにデイサービスを24時間、一般開
放・共有化できるようにし、デイサービ
スが地域の多世代交流の拠点となり、
地域福祉の向上と地域の元気づくりを
応援する役割を担うようにする。

地域に点在する通所介護施設のユニバーサルな構
造を、地域社会全体の資源とすることにより、様々な
世代間交流が「福祉」というフィルターを通して育ま
れ、支えあい、ふれあいのある地域づくりが展開す
ることを目的とする。それにより、高齢者が暮らす地
域の中で、孤立することなく元気を取り戻せば、介護
報酬の抑制につながり、食事を委託する業者も含め
た交流促進にむけてのビジネス展開の可能性も広
がり、広く地域の活性化と福祉の向上に貢献でき
る。

地域の閉鎖性が背景ともいえる虐待や孤独死、自殺が後を絶
たない中で、公民館やコミュニティセンターよりもユニバーサル
なデイサービス設備の一般利用、地域開放を行うことにより、
要介護高齢者の地域での生活の継続を可能とし、地域からの
孤立感や孤独感の軽減を図ると同時に地域住人の多世代交
流と支えあいの暮らしの場の再生を図る。現在、介護保険法や
厚生労働省令でも、通所介護の目的が要介護高齢者の地域
の中での孤立防止やその家族の心身の介護負担の軽減とさ
れているにも拘らず、その利用対象者のみに使用を限定して
いるうえ、建築基準法も「福祉施設」という枠で、その用途を限
定している。地域交流拠点にふさわしいデイサービスの設備環
境とソフトの社会化を促進することで、もっと活気ある地域とふ
れあいのまちづくりと新しい福祉ビジネスの展開が実現でき
る。

愛知県
特定非営利
活動法人
雑木林物語

厚生労働省

1101030

デイサービスにおける宿
泊機能を一般開放するこ
とについて「旅館業法」の
規制緩和

現在、デイサービスにおいては、介護
保険法により、当該デイサービス利用
者に限って、宿泊が可能となっている
が、この宿泊利用の対象者を地域住民
にも拡大し、介護や育児やＤＶ等で悩
む人達にも一時避難的にレスパイトで
き、２４時間相談、研修等を受けられる
ような地域をつくり、守り、活性化するこ
とを目的に、旅館業法からの適用除外
に「デイサービス」を明記する。

通所介護施設のユニバーサルな設備環境やほぼ地
域の生活県内に点在している利便性を生かし、特定
の要介護高齢者にその宿泊が限定されている機能
を一般住人に開放することにより、様々な福祉的
ニーズに悩み、苦しむ方々の支援を行う。具体的に
は、その対象者をデイ利用者の家族、地域で介護を
支える当該デイ利用者以外の家族、これから介護を
経験する予備軍としての地域住人、障害者介護や
育児、病児、ＤＶなどの問題を抱える住人等に広げ、
広く地域貢献し、地域福祉の向上を目指すことを目
的とする。

＜提案理由＞
介護保険法では、要介護高齢者が住みなれた地域において24
時間切れ間のない生活を継続するサービスとして地域密着型
小規模多機能施設が創設されたが、その利用対象はごく限定
されている。また夜間介護に多い、せん妄や徘徊などの現実
問題がある中で、ショートステイが満床で、いざというときに利
用できない状況がある。さらには地域にはライフサイクルごと
の様々な問題を抱えた住人が大勢いるものの、縦割りの制度
や地域の閉塞性等により、身近なところで気軽に相談すること
もできずに病んだ状態で日々を過ごしている。ところがデイに
特定の利用者以外が宿泊することは旅館業法に抵触するとさ
れ、当該利用者以外の高齢者や家族も利用はできない。地域
福祉向上のために旅館業法の規制緩和を求める。

愛知県
特定非営利
活動法人
雑木林物語

厚生労働省
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1102010

介護保険法における訪問
リハビリテーション事業所
の設置認可基準の一部
緩和

①訪問リハビリテーション事業所の設
置基準の中において、事業所は病院、
診療所または老人保健施設という基準
を撤廃し、理学療法士または作業療法
士を常勤換算で２．５人以上配置すれ
ば基準を満たすものとする。
（訪問介護事業所では介護福祉士等が
常勤換算で２．５人以上、訪問看護事
業所では看護師等が常勤換算で２．５
人以上必要という基準がある）
②訪問リハビリテーションを実施すると
きには、必ず主治医から理学療法士等
への医学的指示によることとする。

　訪問リハビリテーション事業所の設置基準には当
該事業所が病院、診療所または老人保健施設であ
ることとされている。しかし、病院等では外来や入院
治療等が主体であり、介護保険の訪問リハビリを実
施していくのは困難な状況である。そこで同じ介護保
険制度のなかの訪問看護事業所が看護師配置の
みで設置が認められるように、訪問リハビリテーショ
ン事業所においても理学療法士または作業療法士
のみの配置で訪問リハビリテーション事業所の設置
が認められるように設置基準を緩和し、訪問リハビリ
テーション事業所の設置を促し、介護サービスの充
実を図る。

　本年4月の医療保険制度の一部改正により、病院でのリハビ
リテーションは短期集中型となり、それ以降のリハビリは原則と
して介護保険制度が担うものとなった。しかし本市の現状とし
ては、訪問リハビリテーション事業所が少なく、訪問看護ステー
ションの理学療法士等の訪問看護（リハビリ）が、市民ニーズ
に対応している。しかし、その訪問看護におけるリハビリも、理
学療法士等の訪問が看護師の訪問を上回らないようにという
国・県の指導があり、リハビリを継続して自宅で利用したいとい
う市民ニーズに応えることが困難になっている。また、本市で
は、訪問リハビリテーション事業所を起業し事業を実施したいと
いう理学療法士等の専門職が多くいるが、設置基準が障害と
なっている。このため、主治医の医学的指示を必須条件とし
て、訪問リハビリテーション事業所の設置基準の一部緩和を行
うことで、事業所の新設による介護サービスの充実が図られる
と考える。

岐阜県 大垣市 厚生労働省

1103020
民生委員・児童委員の補
助員制度等の創設

補助員は市町村長が委嘱でき（民生委
員法第5条）、無給を報酬支給にし（同
法第10条）、補助員の職務内容を新た
に追加する。（同法第14条）

民生委員・児童委員の職務を補佐する補助員を市
町村長が委嘱し、将来の民生委員・児童委員の担い
手としての人材育成を図る。また民生委員・児童委
員とその補助員に対し、適正な報酬を支払う。

民生委員・児童委員は無給である上、その職務は幼児から高
齢者まで範囲も広く、民生委員自身の生活にも影響を与えて
おり、単に名誉職ではないとしながらも、無報酬としていくこと
には無理がある。
報酬制度と補助員の創設による環境整備によって、民生委員・
児童委員の職務の重要さを適正に評価し、活動に配慮すると
ともに人材確保を図っていきたい。

神奈川県 逗子市 厚生労働省

1106040
医師免許証の仮免許の
導入

臨床実習を開始する医学生で一定要
件をクリアした者に対して医師免許の
仮免許を交付し、より充実した診療参
加型実習を可能とする。

臨床実習に入る医学生に医師免許証（仮免許）を交
付し、実習中に限り指導医の下であれば初期研修
医同様の手技や診察等を行うことができるようにす
るもの。これにより、大学病院の人手不足が緩和さ
れる。
仮免許の交付要件としては、既に行われているCBT
やOSCEの成績を全国統一のルールで評価し、一定
レベルをクリアした者に限って期限付きの医師免許
証（仮免許）交付する。

医学部医学科における臨床実習に先立ち、CBTやOSCE等が
行われているが、到達度の評価は各大学に任されており達成
度を担保するものでない。また、これらに合格しても医学生が
医療行為を為すことを法的に認めるものではない。このため、
大学が謳う「診療参加型実習」ではなく未だ見学主体の実習が
広く行われている。厚労省によると医学生は「医師として必要
な専門的知識や技術、医師に求められる人格の涵養等が不十
分」であるとのことであるため、臨床実習に入る医学生に医師
免許証（仮免許）を交付し、実習中に限り指導医の下であれば
手技や診察等を行うことができるようにするもの。

千葉県

特定非営利
活動法人
医学教育振
興センター

厚生労働省

1108010
生活習慣病予防及び介
護予防対策として施術所
などの利用を容認

現行法で規定されている医療法４２条
施設の要件を緩和し、施術所にも開設
を認めることで、疾病の改善や予防の
ために運動や介護予防等の目的に対
し、対応可能とする。

　既存の社会資源を有効に使うことにより、介護予
防、生活習慣病予防、健康増進等を図り、費用対効
果にも優れたCBR(Community Based Rehabilitation)
の構築を目指す。
　具体的には、医療系の国家資格でもあり介護保険
法の機能訓練指導員でもある柔道整復師、あんま
指圧マッサージ師等の施術所等を利用して、介護予
防等に対する機能訓練及び運動指導等を行う。それ
により、介護予防等に積極的に参加しやすい環境が
整備できる。

 少子高齢社会においては、持続可能な社会保障制度の構築
が急がれているが、とりわけ、介護予防、生活習慣病、健康増
進等は生命維持の観点からも重要な課題となる。しかし、それ
らについては、制度の問題や、国民の理解力という点で、予定
通り進んでいないのが現状である。そこで、CBRを構築するこ
とにより、介護予防等への取り組みを加速させることができる。

北海道

特定非営利
活動法人
北海道機能
訓練協会

厚生労働省
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1109010
外国人に対する医療環境
の整備促進

わが国において起業する外国人の生
活環境、とりわけ医療環境を整備促進
するために、①外国の医師資格を持つ
医師を１病院１名に限り、かつ当該言
語を話す患者に限り診察治療に当たら
せる、②外国の看護師資格を持つ看護
師を１病院１名に限り採用し、看護業務
に従事させる。

　現在、外国人起業家の滞留期間の延長が検討さ
れているが、医療、教育、住宅等の生活環境全般、
とりわけ医療環境の条件を整備拡充し、当該地区に
おける外国人による起業活動を促進活発化させる。

　今後、わが国における外国人による起業は増大してゆくもの
と予想される。また、少子高齢社会化が急速に進んでいる中に
あって、起業主体としての外国人に期待するところ大である。
そうした時代的趨勢と必要性を勘案、医療環境等の整備促進
により外国人による起業を促進活発化させてゆきたい。これに
より地域経済の活性化と雇用の維持拡大が期待できる。

東京都

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省

1109020
「保幼育士」（仮称）の創
設と資格認定試験の一元
化

「認定子ども園」における児童の保育・
養育に携わる要員として、新しい国家
資格「保幼育士（仮称）」を新設し、同資
格の認定試験を一元化する。

「保幼育士」（仮称）の資格認定試験は以下によるも
のとする。①試験の内容は、現行の幼稚園教員資
格認定試験の一次試験及び保育士資格認定試験
（筆記試験と保育実習実技）並びに小論文とする。
②試験は、同日同会場で一元化して実施する。③な
お、現在、幼稚園教員資格を保有している者は保育
士資格認定試験を、保育士資格を保有している者は
幼稚園教員資格認定試験（一次試験のみ）をそれぞ
れ受験する。④また、現在両資格を保有している者
は、「保幼育士」の名称を用いることができる。

①幼保一元化の流れ、とりわけ「認定子ども園」のスタートに伴
ない、教育中心の幼稚園教員と保育中心の保育士の役割を効
果的に融合して遂行できる新しい人材「保幼育士」が望まれ
る。認定試験は、新「保幼育士」に相応しいものとするため左記
の内容とするが、知識偏重にならないよう、幼稚園教員資格認
定試験の二次試験は免状する一方、全人間的な魅力・コミュニ
ケーｼｮﾝ能力を把握するために小論文を課する。②受験者の
便宜を図るため、認定試験は同日同会場での、１回限りの試
験とする。

東京都

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

文部科学省
厚生労働省

1109030 中高齢者定住促進特区
健康保険法による一部負担金の引き
下げ

現在、一部負担金の割合は、７０歳未満は３０％、７
０歳から７４歳は２０％、７５歳以上は１０％となってい
るが、当該特区地域に居住する者に関しては、一部
負担金の割合を７０歳未満は２０％、７０歳以上は１
０％とする。

少子高齢化が急速に進んでいるわが国において、地域経済の
活性化ひいては経済全体の活性化を実現維持するためには、
中高年齢者の専門知識、技術、ノウハウを有効に活用すること
が不可欠である。とりわけ人材不足傾向のある地域において
その必要性は高い。ゆえに、施策の一つとして、本優遇措置を
講じて移住・定住のインセンティブとする。結果、当該地域にお
ける中高年の創業もしくは就労が促進され、経済活動が活発
化し、税収アップも期待できる。なお、７０歳未満と７０歳以上で
負担割合に差をつけているので、年齢による医療費と所得の
変化実態にも適応している。

東京都

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省

1109150
外国人労働者の雇用基
準の緩和

先進生産設備を導入しているジュエ
リー工場において、ＩＴ制御による高度
加工工程の前後処理における労働集
約作業に従事する労働者については、
全体労働者の１割を目処に、外国人の
雇用基準を緩和する。

ＩＴ系設備を年間一定以上投資（例えば１千万円以
上）しているジュエリー企業について、生産専門職の
外国人労働者の現在の基準、すなわち「現業の経験
１０年以上」を緩和する。具体的にはね雇用条件を
「現業の経験または労働研修を２年以上」とする。

①先進的設備投資を国内で積極的に実施し、手作業との組み
合わせにより、これまでにできなかつた高度な商品作りにチャ
レンジできる。
②工場の海外移転を回避し、日本人の雇用を継続し、地域経
済の発展に寄与できる。
③設備投資の実施を通して、経済波及効果も期待できる。

東京都、
山梨県

株式会社
光彩工芸、
社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会

警察庁
法務省
厚生労働省
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1109180 社会保険料率の低減
正社員雇用を積極的に行い、社会貢献
性の高い会社に対して、社会保険料率
の低減を行う。

①正社員雇用を増やすことにより、消費が活発化し
最終的に経済に良い効果を与えることが想定でき
る。
②正社員雇用を増やし、社会保険料を引き下げるこ
とにより、現在支払いが滞っている社会保険料の徴
収額が結果増え、財源を確保する事ができる。
③社会保険料を低減することにより、更なる雇用の
促進と、利益計上につながり、所得税・法人税と財
源の確保につながり、経済に好影響を与える事がで
きる。

①現状の社会保険料率では、雇用を増やす度にキャッシュフ
ローがきつくなるので、雇用数を確保する事ができない。
②人員増加により一気に売上向上を考えたが、給与支払いの
めどがたたなくなるので断念した。
③現状では、益々社会保険料率が上がっていき、企業運営に
支障をきたす可能性がある。
④資本金５０００万以下の会社で前年度の実績で年間３６人以
上雇用数を増やした会社には、社会保険料率を最大１０％引
き下げる、というような制度の導入を希望します。

東京都

株式会社
ゼウス・エン
タープライ
ズ、社団法
人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

1109190
医療現場でのアロマテラ
ピーの導入。

医療現場でもアロマテラピーが導入で
き、患者から実費徴収できるようにす
る。

病院のなかでも、物質的なものだけでなく、こころの
豊かさを導入する。自然の香りやアロマトリートメント
の導入で、「薬」だけではない、快適性、心地よさを
提供する。　　昨年８月に緩和された「ゲーム機・パソ
コンの貸出し、CD・ＤＶＤの貸出し」と同様、院内生活
での快適性、楽しみを実現する。
アロマの導入で、香りの供給事業、香りの品質チェッ
ク事業、またそれを院内で実現する人材が必要とさ
れ、人材の育成、認定事業も拡がる。病院の生活
で、快適性も実現する。心地よさは、ストレスを軽減
し、患者の健康にも貢献し、医療費の削減ももたら
すことが考えられる。

同左により、人びと（患者）の価値観の変化・多様化に即応し
た、新しい時代の病院経営が可能となる。

東京都、
新潟県

株式会社
健康自然医
学舎、社団
法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

1109200
一般公衆浴場要件の緩
和

公衆浴場は許可対象と許可対象としな
いものに分類され、許可対象の公衆浴
場の中でも「一般公衆浴場」と「その他
の公衆浴場」に分類されている。「一般
公衆浴場」は上下水道の減免措置が
講じられており「その他の公衆浴場」は
一切の特別措置が適用されていないた
め一定の要件を満たしている場合には
「一般公衆浴場」の分類適用または特
別措置」対象とする。

「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」の区分を緩
和し地域住人の健康増進に寄与できる施設を目指
す。具体的には「一般公衆浴場」を対象とした上下水
道料金を「その他の公衆浴場」にも特別措置として
適用しコスト削減を図ることにより入浴料の低減、健
康増進を目的とした施設の充実につながり高齢化社
会に適応した地域コミュニティの場をも構築できる。

提案理由：「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」における水
道料金の価格差は10倍以上となっている。「一般公衆浴場」優
遇措置の目的は地域住民の保健衛生上必要な施設として適
用されているものであり。「その他の公衆浴場」においても適用
条件に準拠している。更には温浴は、ストレス解消、ダイエッ
ト、病気治癒等の効果があり国民の健康に大きく寄与する。本
提案は温浴施設の発展を補助するものであり21世紀における
国民健康づくり運動「健康日本２１」の具体策として有効であり
高齢者のコミュニティの場としての利便性が向上できれば医療
費の低減が見込める。

東京都、
神奈川県

株式会社 ト
リリオン、社
団法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

1109230
特例子会社の共同出資
化による経済性と福祉の
両立

障害者雇用の一層の促進のために
は、障害者雇用に伴う経済性と福祉の
両立が不可欠。現行法制度下でも、特
例子会社が重要な役割を果たしている
が、経済性を優先するために罰則金を
支払う道を選択する企業が多いことも
事実。特例子会社の共同出資化を認
めることを通じ、経済性と福祉を両立し
やすくすることによって、障害者の実雇
用促進と企業のコンプライアンス確保
の道が同時に拓かれる。

現行の特例子会社に認められている補助金や優遇
措置等を分け隔てなく適用する条件を確保しつつ、
特例子会社に対し、複数の民間企業が共同出資す
るスキームを認めてほしい。まや、特例子会社の形
態の中に、LLPやLLCを認めて欲しい。なお、障害者
雇用のカウントについては、出資比率等を考慮して
按分する等の方法が考えられる。

障害者雇用の促進を図るためには、福祉と経済性を両立させ
られるスキームが必要である。共同出資化により、以下のよう
なことが可能となる。①規模の経済性に伴う投資・運営コストの
低減と投資リスク等の分散、②職住近接型の大規模施設の建
設（障害者の通勤負担も軽減、生活指導も両立）、③出資企業
各社のノウハウを結集した効率的運営（建設業と製造業の共
同による投資金額節減等）④出資各社の複数職種の確保によ
る、障害者の職業選択における適性・機会発掘と、事業リスク
分散（農業・CG・製造業等の共同による天候リスク、為替リス
ク・ヘッジ等）、⑤中小企業等資本力の劣る企業体の特例子会
社設立促進、等々。福祉と経済性を両立することで、障害者の
実雇用の促進を図ると同時に、企業のコンプライアンスを確保
しやすくする。

東京都

個人、社団
法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省
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提案事項
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(事項名)

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1109240
親子関係外にある企業と
の共同出資による特例子
会社設立

現状障害者雇用促進の特例子会社は
親子関係にある企業に限定されてい
る。そのために特例子会社を設立する
ための資金等に余裕がなく、障害者雇
用を進める上で核になる人材やノウハ
ウの少ない、また、職域が限定されて
いる企業では障害者雇用を躊躇してい
るケースが多い。障害者雇用の拡大を
図るため、特例子会社の設立要件規制
緩和特区を申請致したい。

特例子会社設立要件の親会社と特例子会社間の人
的関係が｢緊密であることを要する等の条項につき
規制緩和を要望する。また、一企業グループに限定
せずに、親子関係以外の企業との特例子会社設立
のコラボレーションを可能とする特例措置の設定。

現状の特例子会社のメリットは、設備投資が効率的にできるこ
とや、重度障害者の職域の開拓、助成金の活用、独自の制度
設計・運用があげられる。また、障害者自身にとっては仲間が
いることによって、安心して働くことができる環境を作りやすくし
ている。現状でも成果をあげている特例子会社の制度を共同
出資で特例子会社を設立することにより、様々な業種、職種混
合を併せ持つ特例子会社が設立されることにばる。これによる
波及効果は、障害者雇用規模の拡大、職種の多様性、企業側
労働者側双方のマッチングの可能性拡大、障害者雇用のノウ
ハウの連携と促進が考えられる。

東京都

個人、社団
法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

1109270
カラオケ施設での保育所
運営における調理施設兼
用の要望

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所
に立地しており、同施設での保育所提
供は親のﾆｰｽﾞに合致している。この利
点を生かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育
所をはっきり区分けして保育所の認証
要件を満たして兼業したいが、児童福
祉法第45条（最低基準）、児童福祉施
設最低基準、第33条、第34条により保
育所自体に調理室の設置義務がある
ためｶﾗｵｹ施設の調理室からの給食提
供は認められていない。保育所を設置
する場合のｺｽﾄｱｯﾌﾟ抑制の観点からｶﾗ
ｵｹと保育所の調理施設兼用を認めて
欲しい

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所に立地してお
り、同施設での保育所提供は親のﾆｰｽﾞに合致して
いる。この利点を生かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育
所をはっきり区分けして保育所の認証要件を満たし
て兼業したいが、児童福祉法第45条（最低基準）、児
童福祉施設最低基準、第33条、第34条により保育所
自体に調理室の設置義務があるためｶﾗｵｹ施設の
調理室からの給食提供は認められていない。保育
所を設置する場合のｺｽﾄｱｯﾌﾟ抑制の観点からｶﾗｵｹ
と保育所の調理施設兼用を認めて欲しい

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所に立地しており、同施
設での保育所提供は親のﾆｰｽﾞに合致している。この利点を生
かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育所をはっきり区分けして保育
所の認証要件を満たして兼業したいが、児童福祉法第45条
（最低基準）、児童福祉施設最低基準、第33条、第34条により
保育所自体に調理室の設置義務があるためｶﾗｵｹ施設の調理
室からの給食提供は認められていない。保育所を設置する場
合のｺｽﾄｱｯﾌﾟ抑制の観点からｶﾗｵｹと保育所の調理施設兼用
を認めて欲しい

東京都

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省

1109310
法人の厚生年金保険強
制適用の一定期間の延
期

新しく事業を開始した法人は厚生年金
保険への加入義務があるが、5年間延
期する。

新しく事業を開始した法人の厚生年金保険料負担を
軽減することにより、資金を効率的に利用してもらう
ことを目的とする。

新設法人の社会保険料負担や事務手続きの負担が、本来の
企業活動に影響が大きいため。

東京都、
新潟県

個人 厚生労働省
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提案事項
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具体的事業を実現するた
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(事項名)
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名

提案主体名
制度の所管・
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1109320
おばすて山伝説を活かす
街づくり

高齢者、児童、障害者、外国人支援な
どを一括して実施できる施設運営

おばすて山伝説とは、年老いた母親を山に捨てるよ
うに命じられた息子が、母の助言によって国を救っ
た昔話です。社会的弱者と言われている人達が有す
る知恵や経験や文化を、２１世紀の子ども達の教育
に活かし、同時に高齢者が子ども達のパワーで元気
になるという街づくりを提案します。具体的には、高
齢者、児童、障害者、外国人支援など、対象者毎の
法律制度により、高齢者は高齢者施設で、児童は児
童館で、障害者は障害者施設で、等、別々のサービ
スとなっていますが、例外的に同一施設受け入れ可
能となる事を要望します。相互間での相乗効果が期
待でき、地域全体での豊かな街づくりにつながりま
す。

外国籍の母親や障害児者、両親の介護問題を抱える働く女
性、核家族化の弊害から生じる子ども達の問題行動等々、ま
だまだ改善していかなけれならないことが山積みです。少子・
高齢化や男女共同参画社会においては、子育てや介護と仕事
との両立は、男女共に深刻な問題になりつつあります。そこ
で、より少ない予算でより大きな成果が得られるように、既存の
施設や地域の人間力を有効活用していく規制緩和を要望しま
す。おばすて山伝説を活かした街づくりによって住民が元気に
なれば、地域力が向上し、ひいては観光業や商工業、農林業
等の発展にも結びつくと思います。おばすて山から望むの善光
寺平の絶景は、まさに美しい日本です。緑豊かな信州の景色
のように、日本や世界に誇れる心豊かな街づくりを提言しま
す！

東京都、
長野県

社団法人21
世紀ニュー
ビジネス協
議会、社団
法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

1112010
保護された犬の公示期間
延長について

保護した犬の所有者が判明しない場
合、市町村においてその内容を2日間
公示することになっていますが、その公
示期間を7日間に延長したい。

保護された犬の救済活動として、行政、救済団体、
動物病院、ペット関連企業、各種マスコミ及び市民ボ
ランティア等全てが連携協働を図り、環境省が開設
している再飼養支援サイト（http://www.jawn.jp/）に
準じて、再飼養支援の活動を実施したいと思いま
す。厚生労働省が打ち出している処分減少施策とし
て本事業を推進し、欧米並みの動物先進国に向け
て、動物虐待の対処や動物保護に対する理念の啓
発を促すことが可能だと考えております。

行政収容公示2日という期間では、運悪く飼い主からはぐれた
犬たちが、飼い主の元に戻れる可能性は低いです。飼い主が
首輪の所有者明示（注射票装着義務）を怠っていることで、行
政収容された犬が処分されているのは、あまりにも残酷です。
実際、大阪地区では、1週間という土日を挟む収容延期を実施
することで、返還率を上げており、仕事を持った飼い主が、遠
方立地の動物管理センターや保健所に引き取りに来る確率が
上がっていることもデータとして出ています。
公示期間を1週間とすることにより、返還率の向上が見込ま
れ、環境省が打ち出している返還率向上の方針にも沿うもの
になると考えます。

福岡県 個人 厚生労働省

1113020
海外支援物資の迅速な受
け入れ体制の構築
（国際防災協力特区）

台湾・花蓮市等との取り決めにより輸
送されることとなる海外支援物資等を
受け入れるため、
税関、検疫及び入国管理といった関係
各機関との事前協議に基づき、円滑に
受け入れられるようにする。

与那国町と台湾・花蓮市防災当局等の間で防災及
び災害支援の協力に関する取り決めを締結し、迅速
かつ的確な災害支援体制を整備することが重要で
ある。しかし、海外から支援物資（緊急支援物資、備
蓄物資等）の受け入れには、様々な手続きが必要で
あり、政府機関の人員が常駐していないことから、関
係機関と事前協議により対処できるようにする。ま
た、地域防災計画に基づき、平時から防災研修、受
け入れ訓練を行う。

インド洋大津波は、大規模災害には国境は無く、災害対策に
は近隣地域の協力が必要不可欠であるという教訓を改めても
たらした。
与那国町は、日本の最西端に位置し、那覇から５０９ｋｍ離れ
ているが、台湾とは１１１ｋｍの距離にある。このため、国内で
の確実かつ迅速な体制整備は当然であるが、近隣の地域とも
十分な協力体制を構築しておくことは、有意義・効果的であり、
平常時の防災体制の強化と災害時の迅速な対応等が可能と
なり得る。与那国島に国際防災協力特区を設置し、姉妹都市
である台湾・花蓮市等との間で国際的協力を行うことにより、
住民の生命・財産の安全確保等に大きく寄与することが期待で
きる。

沖縄県 与那国町

内閣府
農林水産省
法務省
財務省
厚生労働省
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1113050

非検疫港状態の与那国
島でのクリアランス船等の
入港に関する要件緩和
（クリアランス船等受入れ
促進特区）

検疫法では、検疫港以外の港において
も、検疫所長が許可した船舶について
は検疫を行い得ることとされている。し
かし、現在運航中の貨物船の多くは船
医を乗り組ませておらず、検疫法（第21
条第1項）に定める許可の要件を満たさ
ないことから、検疫港以外の港には直
接入港することができないものと解され
る。クリアランス船等の外国船舶の与
那国島への入港に際しては、船医を乗
り組ませていなくても検疫所長は検疫
法による許可を行い得るものとし、下記
の提案理由に基づく当該事業を促進す
ることとする。

与那国町では、下記の提案理由に基づき、目下石
垣港に過度に集中するクリアランス船の分散・機能
分担に寄与し、かつ、国境最西端の立地を生かした
近隣アジア地域との新たな国際交流拠点の形成を
目指す見地から、当該クリアランス船の一定数を受
け入れる方針である。そのため、海外から与那国に
入港する船舶については、船医が乗り込んでいない
ものであっても、他の要件を充たし検疫所長が適当
と認めるものについては検疫法（第21条第1項）の許
可が行い得るものとし、かかる要件緩和に基づいて
クリアランス船等の外国船舶の与那国島入港を促進
する。

中国―台湾間を第三国経由で往来するクリアランス船のうち、
石垣港に立ち寄る同船舶は増加の一途を辿り、昨年は前年比
19％増の5,168隻となっている。かかる状況下、現地では、別添
の八重山漁協要望書のとおり、漁場荒廃や営漁時の安全障害
など持続可能な漁業を脅かす深刻な諸問題が発生し、海底送
電ケーブル切断事故等も生じている。
与那国町は国境最西端の立地を生かした新たな国際交流拠
点の形成を目指しており、目下石垣港に過度に集中するクリア
ランス船の分散・機能分担に寄与しつつ、「国境離島型開港」
を目指す方針である。特に与那国は中台直行ルートに近接し
ており、所要時間短縮や燃料費削減など運航側のメリットも創
出可能である。現在「不開港」状態にある与那国でのクリアラン
ス船等の入港につき実効的措置（要件緩和・促進策等）を講じ
ることにより、上記問題の改善にも資する公益性の高い事業が
可能となることから本提案を行う。

沖縄県 与那国町 厚生労働省

1119010 難病と闘う特区

①薬事法に依り薬でない物は、効能を
掲示できない。
②今医学現場は混乱し、国民の不信を
買っている。薬に頼り過ぎるから治らな
いので薬以外の物を考案致しました。
人は酸素を１００吸って炭酸ガスを１００
出している。若い時は良いが年を取れ
ば１００吸っても８０～９０しか出さなくな
る。その１０、２０は動脈の血液へ混じっ
ていく。血液中の炭酸ガス過多が糖尿
病の遠因です。考案した飲物が炭酸ガ
スを取り込み血液を綺麗にし難病と闘
います。良い物でも薬ではないので効
能を掲示できない。

大豆、小豆等、有機物に酵母菌等を混ぜて発酵し、
時間が経過するとアルコール飲料と哉ります。
体に良いという酢と百薬の長とされる酒が混合した
アルコール飲料を造り、熱処理消毒を施さないで生
きた微生物が体内に吸収され血液と混り炭酸ガスで
汚れた血液の炭酸ガスを（植物が炭酸ガスを酸素に
替える如く）酸素に替えて、浄化致します。
アルコールが血液中の病原菌を消毒して難病と闘い
ます。

①リューマチ、パーキンソン病、認知症、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、
目の病気（緑内障、白内障）、血小板不足、糖尿病、その他の
難病、直す薬がない状態です。この対策には世界の大企業が
研究をしているが今だ完成されていない。
②血液が汚れて（動脈の血液が静脈の血液と同じように炭酸
ガスが多く混入している）いるので綺麗にすることにより難病は
改善することができます。

静岡県 個人 厚生労働省

1121010

在宅生活の療養者支援
強化のために、訪問看護
ステ－ションから、訪問リ
ハビリテ－ションの独立

訪問リハビリテ－ションを訪問看護ステ
－ションから独立させ、医師やケアマネ
ジャ－から直接の依頼が可能とするも
の。

現在、訪問リハビリテ－ションは、病院や診療所、老
人保健施設からの指定訪問リハビリテ－ションという
形で訪問する場合と、指定訪問看護ステ－ションの
中に属して行う場合がある。現状では、さまざまな障
壁があり、患者・医師・ケアマネジャ－から、訪問リ
ハビリテ－ションへのアクセスが容易ではない。今回
の申請で、訪問リハビリテ－ションへのアクセスが容
易になると、必要な時にサ－ビスを提供できる体制
が整う。そうすると、在宅生活の療養者に対して、自
立支援の促進や重度化予防も実現しやすくなる。

患者・医師・ケアマネジャ－から、訪問リハビリテ－ションへの
アクセスが容易になり、現在のまだ少ない在宅サ－ビスの受け
皿としての役割を担う事ができる。また、地域連携パスの作成
も容易になる。さらに、規制緩和による不利益は特にないと考
える。株式会社参入を容易に許す口実になると心配するむきも
あるが、指定訪問看護ステ－ション事業所は既に株式会社や
有限会社が運営しており、何ら変化はない。まして、赤字経営
が明らかな訪問リハビリテ－ション事業に新たに参入する企業
はありえない。

北海道 医療法人A 厚生労働省
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2002010
介護老人保健施設に置く
べき医師の員数について

常勤医師1名以上 →非常勤医師の組
み合わせによる常勤換算で1名以上

病院、診療所、介護老人保健施設、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、ﾃﾞ
ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、居宅介護支援事業並びに訪問系ｻｰ
ﾋﾞｽの運営

地域によっては医師の採用が困難なところもあり、採用の幅を
広げることで採用難が緩和されるとともに、複数の診療科の医
師によるより専門的な対応が可能になるというﾒﾘｯﾄも考えられ
る。

東京都、
新潟県

医療法人愛
広会、社団
法人日本
ニュービジ
ネス協議会
連合会

厚生労働省

2004010
外国人研修・技能実習制
度の見直し

「研修」期間の短縮と「技能実習」期間
の延長について
・ 研修期間：技能研修を前提として来
日する場合、来日前に一定レベルの技
能や日本語能力を身につけていれば、
研修期間を短縮しても以後の技能実習
への支障はないと思われ、研修期間は
6ヵ月でも十分であると考えられる。よっ
て研修期間を短縮し、技能実習期間を
長くするなど、制度に柔軟性を持たせる
べきである。
・ 技能実習期間：派遣期間3年のうち実
習期間は2年が限度となっている。仮に
上記要望により研修期間が６ヵ月となっ
た場合でも、現行制度では実務研修期
間は２．５年である。一定レベル以上の
技能を身に付け、さらに高度な技能もし
くは多能工として必要な関連技能を身
に付け、出身国の技術レベル向上に貢
献できるようにするためには、継続して
しっかりした技能習得が必要であり、少
なくとも5年間が必要である。研修・技能
実習期間を５年に延長すべきである。

現行の研修・技能実習制度は、下記のような厳格な
要件が定められている。
①1年間の「研修」と2年間の「技能実習」の最長3年
間で構成②「技能実習」の対象職種の限定③研修
期間中の研修時間の制限（時間外対応、交替制勤
務対応の不可）④1年後の技能検定資格の取得の
義務付け

グロ－バル化の進展により、より高度な技術･技能の習得のた
めに、より多くの外国人がわが国での実務研修を行う必要性
が出てきている。そのような中、派遣期間、研修期間中の扱い
などに労働時間の制約や資格取得等の厳格な要件などが、制
度の適正かつ円滑な推進、一層の充実のための制約となって
いる。

東京都
社団法人
日本自動車
工業会

法務省
厚生労働省

2005010
理容師・美容師の混在店
認可

理容師・美容師が同じ店でサービスを
施すことを認可してほしい。

例えば、美容店に理容師が勤務し、現在美容店では
許可されていない「顔剃り」サービスを、顧客に提供
できるようにする。

美容店で、顔剃りが可能になる（顔の産毛処理は女性からの
ニーズも高い）。
理容技術と美容技術の融合で、新しいメニュー提案やヘアスタ
イルの発信ができる。
若者の理容離れのため、廃業に追い込まれる理容師が、それ
までの経験を生かした再就職の場を得ることができる(雇用の
流動化が促進される。雇用のミスマッチ回避にもつながる）。

新潟県

NSBコンサ
ルティング
株式会社、
社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省
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